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 開  議  

 議  長  おはようございます。 

 本日の出席議員は１４人につき、定足数に達しております。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「一般質問」を行います。 

 通告の連絡があっておりますので、順次発言を許します。 

 ２番 柳雅明議員 

 柳 議 員  通告に従って、質問させていただきたいと思います。 

 まず最初に、時間が長くなると思いますが、マスクを外して質問させていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 新型コロナ感染症に明け暮れる１年でございました。年末に入りましてインフル

エンザの流行が危惧され、２つの心配をしなければならない時期になりました。 

 ウクライナ紛争では、世界中が不況に突入してしまっている状況です。皆様が無

事に年を越されますよう心から願うものです。 

 それでは、まず最初に、三並交差点の拡張についての質問をさせていただきます。 

 三並交差点とは、ちょうど三並篠隈線と県道７７号との交わる交差点でございま

す。三並の地番、薬師寺から篠隈の地番、大木までの路線となります。 

 以前は、信号もなく、地元民が通行するだけののどかな交差点でございました。し

かし、県道７７号筑紫野三輪線が開通する見込みから、交通量の増加が予測される

ことで、信号機の設置がなされました。 

 また、三並小学校の児童の通学路としては以前から利用されていました。さらに、

令和５年度からは、三並小学校は、少人数の特認校として、町内どの校区からも入学

できるシステムになります。 

 また、ファーマーズマーケットみなみの里は、オープン当初から多くの買物客が

連日、訪れるようになり、交通量がみるみる膨れ上がりました。 

 また、木質バイオマス発電がカーボンニュートラルをうたって県道７７号沿いに

誘致され、稼働し始めました。連日、町道を篠隈から上ってきた大型トレーラーが木

材を満載して、交差点をいっぱい使って右折しております。 

 流動人口が増えて、交通量の増加が今後も予測され、交通事故の増加も当然予測

されます。 

 そこで、三並交差点について、朝倉県土に問い合わせてみました。書類を調査した

ところ、平成２９年以前から要望が上がってきているようですとの回答でございま

した。しかし、現在のところ、国道３８６号沿いの事業が先で、事業化の目安は未定

との回答でございました。ただし、町道との絡みや地権者の了解など、地元を巻き込

んでの活動があれば違ってくる可能性はあるとも言われています。 

 篠隈から続く町道の三並交差点両側にある旧夜須農協の農業用倉庫と販売店は、

見通しが両側の建物によって悪く、以前から怖い思いをしている方がたくさんいま

した。 

 平成２１年当時の筑前あさくら夜須支店長に話を聞くことができました。当時の

三並の大区長からの申し出があり、農協の土地は拡張に係る都市の地権者であり、

話合いの場につくことの同意書に押印したことを覚えているとのことでした。この

ことから推測すると、以前は県道主体の交差点改修申請ではないかと推測されます。

しかし、今回は町道と県道との絡みで、主に町道の拡張に重きを置いた質問と考え

ております。 
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 そこでお尋ねいたします。平成２１年頃、この拡張の申請は、三並の大区長や一木

元議員から進められていたようです。当時の資料も残っていると思いますが、当時

の状況がお分かりでありましたらお教えください。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  おはようございます。お答えいたします。 

 県道筑紫野三輪線三並交差点の改良につきましては、平成１９年第２回定例会に

おいて、みなみの里のオープンや県道の全線開通に伴う交通渋滞を懸念され、県道

に右折車線を設置すべきではないかと、質問が上がっております。 

 この質問を受けまして、当時の町長の答弁で、みなみの里オープン前に努力する

という方向性が示されたために、県に要望を上げたという経緯がございます。 

 なお、県に要望するにあたっては、地元の方々や関係者の協力が必要でございま

すので、交差点周辺の地権者、関係者から同意書を頂いたという経緯もございます。 

 以上です。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  かなり以前からのお話があったようですので、今日まで県土のほうで進んでいな

い事情がありましたら、お分かりでしたらお願いいたします。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 県土整備事務所の現地検討会ですとかヒアリングなど、機会があるごとに要望は

行っていましたが、県道の全線開通前の時点ではその必要性は認められず、全線開

通後の状況の変化を見守りながら、継続的に要望を行っていくということとなりま

した。 

 しかしながら、ご承知のように、県道の全線開通につきましては予定より大幅に

遅れまして、平成２７年６月となりましたので、その間、話は進んでおりません。 

 県におきましても、新規事業を採択する場合は基準がございます。例えば、通学路

の交通安全プログラムに該当するか、また、自動車の交通量や歩道設置の有無、事故

発生率や大型車の混入率、ピーク時の渋滞の距離やバスの路線であるかなど、様々

な項目に基づき、危険度や緊急度も含めまして評価され、新規事業に着手されてお

ります。 

 県道筑紫野三輪線が全線開通する前から交通渋滞が懸念され、要望されてありま

したが、開通後もその危険性や緊急度は低いと判断されまして、国道３８６号の歩

道設置や、県道久留米筑紫野線の４車線化を優先したために、今日まで着手されて

おりません。 

 以上でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  次の質問ですけれども、しばらくこのままでというお考えのようでございます。

町道主体の改修として、今までは県道主体の改修ということであったと思うんです

けれども、篠隈から上ってきて大型車が右折するという状況でございますので、町

道主体の改修の計画があるかどうかをお聞きしたいと思います。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  お答えいたします。 

 今後、筑紫野三輪線は、交通量の増加など状況が変わることは当然、想定されます

ので、県土整備事務所への要望は継続していく予定でございますが、町道を含めた

交差点及び状況確認が再度必要でございますので、まず現地調査を行いたいという

ふうに考えております。 

 なお、事業着手の予定につきましては、当然未定でございますので、現時点で可能
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と思われる交差点内の対策としまして、渋滞緩和のため信号を時差式にしたり、大

型車がスムーズに右左折できるよう信号停止線を交差点から離れた位置にずらすな

ど、当然、警察署との協議にはなろうかと思いますが、必要に応じて実施したいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  今後、やっぱり中山間地の発展のために、また、道の駅、それからバイオマス発

電、それから少人数特認校など、将来にわたりまして貢献していく施設であります。

ぜひ県道を含めて、町道の拡張を主体とした計画を進めていただきたいと思います

けれども。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まず、その交差点を改良するためには前段があると。どうやって改良されるよう

な条件を整備していくか、これが極めて我々の力を発揮すべきところであろうと思

います。その１つが道の駅の入り口であります。道の駅は国交省が認めた施設であ

ります。道路としての価値が上がります。そういったことから、ぜひ交差点は必要だ

という説明もあり得ます。そういったことから道の駅を指定してもらった、あるい

はファーマーズで今、人が多いということをアピールできる。 

 まず、将来多くなるから先行して道路整備というのは、なかなか今の状況からし

て困難であります。事実をつくって、やはり改良していくというのが近道だろうと、

私の体験上からも思います。 

 平成２１年度当時は、まず何を一番主眼とするかと、まず山麓部・山間地の振興の

ためには光ファイバーを敷設することだと、それが一番。光の道をつくる。それとも

う１つは、やはり山麓線、３０年、４０年来の課題であった道路を開通させる、これ

に最大限の努力をいたしました。それが実現したがゆえに、この交差点というのも

クローズアップされてきたわけでありますので、そのことも含めながらやっていき

たいと。 

 それと、今、建設課長が申しましたように、町の優先順位というのは客観的にもあ

るんです。その中において一番交通量が多いのは、やはり国道３８６号であります。

今、少し改良いたしましたけれども、山田タイヤさんがおられましたあそこの交差

点を改良するのがまた最前提だと、あの交差点が改良されることによって三並につ

ながるということもありましたので、篠隈のほうを優先させていただいた。そして

今、県のほうに一番優先的にお願いしておりますのは、三輪中学校の前の歩道と夜

須中学校のつながる歩道整備でございます。そういったことも十分条件整備をしな

がら、三並地区についても考えていきたいと、そのように考えます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  町長のご回答ありがとうございました。また改めていろいろ考えながら、地元と

もいろいろ話していきたいと思います。 

 じゃあ、次に進ませていただきます。 

 特定分野で特異な才能を持つ子どもについてです。皆さん聞き慣れない言葉だろ

うと思うんですけれども、「ギフテッド」という言葉があります。皆さんご存じでし

ょうか。これは、「神から与えられた特別な才能」とも言われております。諸外国で

はかなりの認知度があるようですが、まだまだ私たちには、一部の教育関係者を除

けば未知の言葉でございます。 

 特異な才能とは、高度のＩＱによる基準だけでなくて、科学技術、芸術、スポーツ

など、多様性を持つ領域として捉える大綱的な定義となされているようです。今日
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まで日本で行われていた才能を見る基準の伝統的な知能検査、認知能力検査、学力

テストなどと違っているようでございます。 

 インターネットで検索いたしますと、アメリカでは、知性、創造性、芸術性、リー

ダーシップ、それから学問分野での高い達成能力を持ち、その能力を発揮させるた

めに、通常の学校教育以上の活動や支援を必要とする子どもと定義されているよう

です。 

 どの分野で知能が優れているかは人それぞれで、全般的に高い知能を持つ英才型

と、発達障害などと高い知能を併せ持つ２Ｅ型――twice-exceptionalと英語では訳

されているそうですが――に分けられているそうです。 

 文部科学省では、先進的な理数分野で特に突出した能力を持つ子どもがいる学校

の取り組みの支援や、才能を伸ばす支援の取り組みを行い始めているようですけれ

ども、まだまだその裾野は端緒についたばかりのようです。 

 以前、小学校のマルつけ先生のボランティアに行ったときのことでございます。

何学年、何年生だったかは忘れましたが、算数の時間でございました。私は授業でど

ういう方法の解き方を教わったかは分かりませんでしたが、答えが正解でしたので

マルをつけました。しかし、授業担任の先生に生徒が見せに行ったところ、授業で教

えられた方式で問題を解いていなかったために不正解の印をもらってきました。私

に、バツの印を見せたその子は悲しそうな顔をしていたことを覚えております。答

えは合っているのに問題の解き方の方法が違うと不正解とするのが今の教育なのか

と驚きを感じたことを覚えています。その子は、自分なりに別の方法で答えを見つ

けて、「やったー」と思い先生に見せたところを評価されなかったことで、授業に対

する興味が薄れていくのではと心配いたしました。自分の中で組み立て、自分なり

に解答方法をつくり出して回答しているその子は、今後もずっと自分の中で物事を

組み立ててつくり上げていく自分自身の正解を模索し続けられることを願ってやみ

ません。子どもたちを平均的に、同じ方法で教育することが、個人の資質を求められ

ている現代社会にとって必要なのかと考えさせられました。 

 ギフテッドの子どもとしての判定は、とても複雑で難しいようです。病院などの

専門家によって、専門による検査で判定することもできるところがあるようです。 

 しかし、まずは、教育分野で教師自身がギフテッドという言葉を認識した上で、ご

家庭と協力し工夫しながら自由に伸び伸びと育てることが子どもの才能を伸ばす基

本となっていくのではと考えます。 

 そこで質問いたします。筑前町の小・中学校において、ギフテッドではないかと認

識されて調査を実施されたことがありますか。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 子どもたちの中には、単純な課題は苦手だが複雑で高度な活動が得意な児童生徒

や、対人関係は上手ではないが想像力が豊かな児童生徒、読み書きに困難を抱えて

いるが芸術的な表現が得意な児童生徒など、多様な特徴のある児童生徒が一定割合

存在すると言われていることは承知をしておるところでございます。 

 しかしながら、このような特定分野に特異な才能のある児童生徒の教育に関しま

しては、我が国では特異な才能をどのように定義し、見いだし、その能力を伸ばして

いくかという議論が十分に行われていないという状況にございます。本町におきま

しては、その調査のほうは行っていないところでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  次の質問です。 
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 今答えられたんですけれども、もし認識されている、もしお気づきになっている

のなら、どのような子どもたちをリストアップしていくかをお尋ねいたします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 そのような中で、本町におきましては、特異な才能のある児童生徒の状況につい

ては把握をしていないところでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  次に行きます。 

 今後、ＩＣＴの活用などによって、様々な分野で特異な才能を持つ児童が次々と

現れる可能性があります。その子どもたちへの対応として、学校内で、特異な才能を

持つため、友達関係や先生との関係で温度差が広がったり、不登校になったり、いじ

めに遭ったりと、教育現場での混乱も想定されます。そうなれば、例えば、特異な才

能を持った子どもたちのためのフリースクールや放課後事業、アフタースクールな

ど、機会を与える場所等を学校内に設置して、専門スタッフやボランティアなどに

よって、特別な時間をつくって、子どもたちの将来の芽を摘むことなく、才能を伸ば

し開花させるようなカリキュラムの構想を持ったらどうでしょうか。 

 近い将来、当町から日本を代表するような能力を持つ子どもたちが次々と出現し

て、世界を塗り替えていくかもしれません。これからの取り組みの構想を、夢のある

未来のために構築していけたらと考えますが、いかがでしょうか。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 小中学校におきましては、各教科等の目標や内容、授業時数等を想定した国が定

める学習指導要領に基づき、どの学校でも共通的に指導すべき内容を確保しながら

カリキュラムを編成しておるところでございます。 

 その中で、多様な児童生徒を誰一人取り残さないという観点から、児童生徒一人

ひとりの個性や特性等に応じた教材を提供したり、学力の状況に応じて学級を分け

て指導したり、ＩＣＴを有効に活用しつつ知的好奇心を高める発展的な学習を充実

したりするなどの工夫を行ってまいりたいと思っております。 

 小中学校におきましては、特異な才能のある児童生徒に対する特別なカリキュラ

ムを提供するのではなく、特異な才能のある児童生徒も含め、子ども一人ひとりの

興味や関心、発達や学習の課題等も踏まえ、それぞれの個性に応じた学びを引き出

す教育を充実させてまいることが重要であると考えておるところでございます。 

 また、教育委員会としましても、子どもたち一人ひとりが自分の可能性を見いだ

すことができるよう中学校のアフタースクール、英語のスピーチコンテストや、立

命館アジア太平洋大学の留学生との交流活動等、今後とも学びの機会を提供できる

よう取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  先ほどご回答いただきました国が定める共通的な教育を当町もやっていくという

ことでございますけれども、本当に個性を尊重した工夫をした授業をやっていただ

いて、本当に伸びる子どもをやっぱり伸ばしていってください。そうしないと、先ほ

ども話しましたように、自分なりに考えて、自分なりに回答を見つけていく子ども

たちの芽を摘まないように、子どもたちが主体的に自分から進んでやろうとしてい

ることの芽を摘まないようにお願いして、そういう教育方針を当町の中で取ってい

っていただけたらうれしいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 次に行きます。３問目の質問です。七板遺跡出土祭祀遺物についての質問でござ

います。 

 議会広報紙「うぐいす」の表紙で掲載しております七板遺跡出土祭祀遺物の写真

ですけれども、広報紙の研修会が東京の砂防会館別館でありました折に、東京国立

博物館に展示されています当町の東小田から出土しました彩色土器で、七板遺跡出

土祭祀遺物の見学に行ってまいりました。国立博物館の学芸員さんの特別な説明に

よりますと、日本の弥生時代の中期の遺物で、丹塗りに彩色されているのはとても

珍しい土器だそうで、ギリシャで開かれる日本特別展に出展されることになってい

るそうです。丹塗りされている土器というのは、東京国立博物館の中でそういう土

器を扱っているコーナーでは、東小田の七板遺跡出土の祭祀遺物のみでございまし

て、ほかにはございませんでした。 

 弥生時代といいますのは、紀元前４世紀頃から３世紀頃までの７００年間をいう

そうでございます。その間には、佐賀県の吉野ヶ里遺跡や、中国の後漢から漢委奴国

王の金印を授かっていたり、邪馬台国の卑弥呼と呼ばれている人物――これは２４

７年頃に出現されたそうですけれども――そういう方がいた時代が弥生時代といわ

れているそうです。 

 議会広報紙を拝見された住民の方が興味を抱かれて、この文化財についての質問

が議会事務局に寄せられたそうでございます。詳しいことは文化財担当者にお聞き

くださいと、電話番号を案内されたそうでございます。 

 今後の筑前町文化財全般についてお尋ねいたしたいと思います。まず最初に、筑

前町には遺跡として確認されている場所はどれくらいございますでしょうか。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 町内で周知の埋蔵文化財包蔵地、遺跡地でございますけれども、それとして公開

をしているのは、令和４年１２月１日現在で２３０遺跡ございます。 

 以上でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  ２３０遺跡ですか、すごいですね。当町にはそんなたくさんあるんですね。分かり

ました。 

 その文化財２３０の中で、重要な文化財に該当しそうな遺跡はどれくらい存在す

るのでしょうか。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 文化庁から国史跡として指定される見込みのある遺跡が八並窯跡、城山古墳群の

２件、また、県の文化財保護課から重要文化財として指定される見込みのある遺物

を有する遺跡が大木遺跡、七板遺跡、惣利遺跡の３件でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  八並、城山、大木、七板、惣利でございますか。５か所あるわけですね。分かりま

した。 

 次の質問ですけれども、また、未発掘の遺跡発掘に要する期間、要するに発掘され

ていない遺跡でございますけれども、今後どれほどの年月がかかるか、推定できま

したらお願いします。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 町内の未発掘の遺跡につきましては、遺跡地に含まれる土地を開発する際に、そ

の箇所を発掘するだけでございまして、遺跡地の前面を発掘するわけではないため、
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調査箇所以外は未発掘となります。したがいまして、遺跡地全面を全て調査するこ

とはできません。そのため、発掘に要する期間を申し上げることはできません。 

 以上でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  次に行きます。この東京国立博物館に展示されている七板遺跡出土祭祀遺物は、

大変珍しく、貴重な祭祀遺物ということでございます。いずれ、この文化財が当町に

返還され展示するとした場合、当町を文化のまちとしてアピールしていく絶好の機

会になると考えます。将来的には、貴重な遺跡の遺物が出土した場合、しっかりとし

た展示施設並びに収蔵施設が必要と考えます。今後すばらしい建築物の構想を期待

したいのですが、いかがでしょうか。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 七板遺跡出土祭祀遺物のような、特に歴史的価値の高い資料を展示する施設は、

現在のところ本町にはございません。このため、展示施設の設置を検討しておりま

して、筑前町総合支所を埋蔵文化財展示の機能等を備えた多目的施設へ転用するこ

とについて、１１月２９日に公有財産利用審議会に諮問をしたところでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  質問の内容にはないんですけれども、諮問をされた、それから学識経験者の方が

いらっしゃったと思うんですけれども、どんな方がいらっしゃったか、質問内容に

は書いていませんが、お分かりでしたらお教えください。学識経験者とか、その会議

に出られた方ですけれど。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 審議会のメンバーでございますけれども、前回１０年ほど前に諮問をした経緯が

ございまして、公有財産利用審議会のほうのメンバーの方がいらっしゃいます。そ

れと、区長会からお二人、それから建築家の方、それから不動産鑑定士の方、それか

ら埋蔵文化財等に造詣の深い福岡大学の教授、こういった方にメンバーになってい

ただいて、この審議会を立ち上げているところでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  審議会での内容がもしお分かりでしたら、そのときの答申が分かりましたら、お

教えください。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 まだ案をご提示差し上げただけで、まだ答申という段階には至っていないところ

でございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  良い方向で答申が出ますことを期待しております。よろしくお願いいたします。 

 最後になりますけれども、４年間にわたり、様々な質問の機会を与えていただい

た議会に感謝申し上げます。ひとりよがりな点も多々あったでしょうけれども、こ

れもひとえに筑前町の将来のためのお尋ねと理解していただき、お許し願います。 

 これからも、ますますの職員皆様のご尽力と、筑前町のさらなる発展をお願いす

るものです。４年間、それぞれの質問に対し、貴重で丁寧で希望あふれるご回答あり

がとうございました。 

 以上で、私、柳雅明の質問を終わります。 
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ありがとうございました。 

 議  長  これで、２番 柳雅明議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をいたします。 

 １０時５０分より再開いたします。 

（１０：３９） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（１０：５０） 

 議  長  １１番 木村博文議員 

木村博文議員  私、下肢に不自由がございますので、着座のままでの質問の許可を求めます。 

 議  長  許可します。 

 木村博文議員 

木村博文議員  ありがとうございます。 

 今日は、今まで質問してきたことを中心に、その後の進捗等を聞いてまいりたい

と考えております。要旨もいつものごとく多くなっておりますので、簡潔に、前向き

な回答をいただければと思っております。 

 では、通告に沿って早速質問に入ってまいります。 

 まず１番、農業施策の展望ということでお尋ねをいたします。要旨の１、２番、併

せてお尋ねいたします。 

 最近、農地転用を伴う開発で、好ましくないのではと感じる開発が町内で行われ

ております。峯古野池の洪水吐直下のアパート建築では、第２種低層住居専用地域

内にある農地で、法的には建築を制限できる場所ではありません。しかし、防災上は

危険な場所であることは一目瞭然であります。西日本豪雨災害のときは、洪水吐か

ら流出した水がアパートの玄関先まで迫ったのを目の当たりにしました。担当課に

このことについてお尋ねしたところ、農地法上では防災面を判断基準とするものは

ない。個人の意思や財産に関することからも、町が関与はできない。しかし、地域防

災の観点から見れば、ため池周辺の適正管理について、関係機関と連携して取り組

んでいきたいとのことでした。 

 また、中島池下農地においても違反転用事案がありました。事後処理で転用許可

が出ているようではあり、現在は農業委員さんのパトロール等で、その後の管理を

注視しておられるそうです。いくら法に沿った処理とはいえ、違反転用をしても後

で申請をすれば許可が出るというのはいかがなものかと思ったところです。 

 また、要旨２番についてですが、先日、町内のある地区において、住宅建設に伴う

農地転用が計画中ということで、住民の方からの相談がありました。詳しく聞くと、

そこは農振農用地で、しかも約３０ヘクタールの連続した農地の一部でした。私は

これまで、このような農地には農業関係の施設などしか建設できないとの認識でし

たので、早速担当課に行って尋ねたところ、第１種農地であっても許可の可能性は

あるが、原則として地元同意がなければ許可は困難とのことでした。まだ正式に許

可願が提出されたわけではありません。しかし、事業者の方は、既に費用をかけて測

量なり設計なり着手されてあります。許可申請されれば、担当課としても法律に基

づいて許可する方向になる可能性もあり、大変心配しております。 

 農地は、あくまでも個人財産であり、町の関与もしづらいとは思いますが、地域の

文化や特色、また、調和を大切にしながら、開発にブレーキをかけることも大事だと

思っております。開発が進み、人口が増え、活性化につながるメリットもあります。

しかし、周囲に与える影響や防災面からも不安が拭えないところもあります。 
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 この現状を踏まえて、町長のお考えをお尋ねいたします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 具体的に中島ため池等々の問題が出ました。農地転用等については、農地法なん

です。農業委員会の権限でありまして、私の権限でございませんで、こういった公的

な場で発言は控えさせていただきたい。その分は農業委員会の事務局がしてきてお

りますので、回答したいと思います。まず、その点から入りたいと思います。峯古野

池についても同じように説明をしてください。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 中島池の関係でございます。確かに、災害復旧のさなかではございますが、通常の

手続きではなく、農地の地上げが行われとった状況でございます。法律上、県の取り

扱い案件となりますので、権限は県のほうに委ねられておるところでございます。

そのため、県より町や地元、所有者から聞き取り等を行いながら、法的措置の方針に

ついて協議を進めて行ったところでございます。結果については、農地法第４条、い

わゆる農地改良により地元と覚書を締結しながら、最終的に許可が出たところでご

ざいます。農業委員会としても、臨時総会等で違反転用案件として県に報告をし、議

決をされたところでもございます。最終的には、先ほど言いましたように、許可が出

たところでございます。 

 管理につきましては、先ほど議員が言われましたように、地元のパトロール、ある

いは農業委員さんのパトロール等々によって、適正に維持管理がされているという

ふうに報告を受けておるところでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 先ほどの３０ヘクタールの連担団地の除外の話です。農業振興地域に関する法律

の所管は町長でございますので、その件について回答させていただきたいと思いま

す。 

 議員のほうが担当課長にいろいろ調査をされましたけれども、要するに農業振興

地域、法律の解釈の問題だろうと思っておりますので、この法解釈については、私も

担当課も十分打ち合せをいたしまして、指導にあたっているところでもございます。 

 その中の重要な要件に、地域の同意というのが入っております。水利権者の同意

なんです。こういった条件が全てそろわないと例外的な除外はできないということ

になっておりますので、その分の条件整備を全て完備すれば、それは町としても粛々

と事務を進めなければならないということになろうかと思っております。 

 ただし、基本的な考え方といたしまして、本町は、農業振興地域と都市的施設をお

互いに両立させて推進していくようなまちづくりの土地利用的な基本計画を持って

おります。それは何かと申しますと、農業地域は農業振興地域で推進しているんだ。

農業振興地域の指定を受けないと圃場整備も補助事業も何ら受けることができませ

ん。したがって、農振地域の指定を受けて、積極的に機械導入、暗排、あるいは根幹

的な圃場整備、それをやってきたということでございます。 

 ただし、そういった町だけの条件ではないというのが筑前町でありますので、将

来的には市街化といいますか、都市化を進めていく地域もゾーン指定しているわけ

であります。そのゾーン指定をしている地域が、例えば石櫃であったり篠隈であっ

たり、巡行指定している原地蔵ですか、ああいった地域についてはそういった指定

をしているから、仮に農地であっても積極的にそういった提案を促していくという
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ふうに、土地の区分けをしているわけです。 

 そういったことでありまして、農業振興地域にある土地は、基本的に農業振興す

るのが基本と。ただし、それも例外があると。その例外規定についても、国のほうの

法律の解釈に基づいて示していると。その要件をもしクリアすれば、例外的に、面積

的あるいは場所的に妥当であるということになれば、除外も受けざるを得ないとい

うことになろうかと思っております。 

 したがいまして、今言われましたところは、間違いなく圃場整備までやった地域

は農業振興地域として農業投資しているわけであります。それを例外的に外すには、

幾つかの条件がございます。その条件を満たしているかどうか、満たしてしまえば、

それは除外として認めざるを得ないということになろうかと思います。ですから、

ケース・バイ・ケースで、非常に複雑な問題もございますけれども、これは法律解釈

でございますので、そのように対処しなければならないと考えております。 

 ですから、今言われましたところ、私も情報は幾らか入っております。そこで一番

大事なのは地域の同意だろうと思っております。そこで地域の方々がどのように考

えられるか、やはり地域の方々を尊重してやっていくということになろうかと思い

ます。 

 それともう１点、峯古野池ですか、その下については、確かに客観的に見て非常に

危険ではなかろうかという思いはいたします。同時に、今後こういったところにつ

いても法整備をやってほしいと強い要望が町村会等でも出ております。今まではこ

ういった大災害がなかったものですから、そういったところに目をつけなかったん

ですけれども、やはり、そういったため池とか、あるいは急傾斜がありますけれど

も、そういった地域については建築制限をすべきじゃないかというふうなことで、

法整備をしてほしいという思いは強く持っております。 

 本町においても、その峯古野井堰、川のため池の下はそうでありますけれども、例

えば山間・山麓部においては、急傾斜地域で、かなりのゾーン指定がなされておりま

す。そういったところには新たな建築ができない。ただ、今は建築物があると。こう

いった問題がありまして、この辺は法律の解釈の難しいところでありますけれども、

既にある既設の建物については今のままで認めざるを得ないと、しかし新たな建築

は認めていかないと、そういった方針なりが示されている地域がうちもかなりあり

ます。そういった指導は法律に基づいてやっていきたいと思っているところでござ

います。 

 以上です。 

 議  長  木村博文議員 

木村博文議員  まちづくりの基本計画を基にしっかりと進めてあるということで、理解もできま

したが、法律をひもといていくと、そこに地元の反対があっても、やはり何％かは可

能性があるということで、そこを地元の方も大変心配されてあります。 

 圃場整備されて４０数年になるわけですが、やはりそのときは地域全体で取り組

まなければいけないということで、負担金を払ってまで私は参加したくないけど、

やはり、この優良な生産性の高い農地を守るためには、投げ出して一緒に協力しな

くてはいけないということで皆さんされた土地なんです。先人の思いのこもった農

地であるということは、町長も重々承知のことだろうと思います。確かに、法で守ら

れた個人の権利を奪うことになるということはもう絶対にできないことです。しか

し、町長は、農業をここの基幹産業として一生懸命守っていくんだという姿勢をこ

れまで取ってこられましたので、ぜひ農業者とスクラムを組んでもらって、この農

地を守っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、観光施策についての２番です。お尋ねでございます。 
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 最近、筑前町がいろんなメディアで紹介をされています。ＫＢＣの「アサデス。」

や、ＴＢＳの「マツコの知らない世界」、つい先日まで１週間にわたりＫＢＣの「ふ

るさとＷｉｓｈ」で取り上げられておりました。「ふるさとＷｉｓｈ」については費

用も発生しております。これから様々な面から効果の検証がなされていくものと思

います。高い効果を期待しておるところでございます。 

 私は、以前から観光施策について幾度となく質問をしてまいりました。その中で、

もっと積極的に取り組むべきと提案をしてきました。しかし、なかなか具体的なも

のが見えてこない。外部団体に委託等で依頼しても、我が町の中での動きが分から

ないということで、対効果などを担当課にお尋ねしたところ、朝倉地区広域連携で、

５つのプロジェクトに対して、本年度の予算ベースで１２５万円余りを使っている。

効果は、広域的な事業展開により、周遊客の増加や起業・就農につながることを期待

しているとの回答でした。私は１２５万円もの予算を投入してどれぐらいの効果が

今出ているかということを聞きたかったのですが、まだ、それから先の調査ができ

ておりません。申し訳ございません。 

 町長に、以前、この観光施策についてお尋ねしたところ、コンパスの中心を筑前町

に置いて、ぐるっと円を描き取り組むことが大切だと言われてありました。今現在、

この本町の取り組みは、残念ながらそのようには見えません。今この状況をどのよ

うに受け止めてあるか、町長にお尋ねいたします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まず、基本的に本町は観光立町ではないということを、資源的にも、認めてから進

めるべきだろうと私は思っております。確かに近接する自治体には、何千万人も来

るような神社があったり、あるいは大きなダムがあったり川があったり城下町があ

ったりと、すばらしい観光資源に恵まれた地域もございます。しかし、残念ながら本

町にはそこまでのものはないだろうと、客観的に考える必要があろうと思っており

ます。同時に、私はコンパスの針をいつも真ん中に置くんだと。筑前町の真ん中に置

いて、例えばこの役場において、半径１０キロぐらいが生活圏なんだと、そういった

中で地域振興を図るべきだと。 

 観光というものを、私がいつもヒントにしているのは、かがし祭であります。ど～

んとかがし祭でやっていることは、私はまちづくり、あるいは観光の実験場だと、そ

のように考えております。１つは、具体的に言いますと、かがし祭で物が売れるとい

うことが分かったんです。非日常的に祭りをやることによって分かりました。これ

を日常的にできないかということが、「とまと」であり、「みなみの里」だろうと、そ

のように考えております。これは、まさに本町ならではの日帰り観光だと思ってお

ります。 

 また、うちはかなり広域で、大きな視点で見れば観光なんですけども、学習観光と

いうのは非常に恵まれております。例えば、少年自然の家、それからみなみの里も食

の教育的、それからサン・ポートという環境教育、それから今度できましたバイオマ

ス、それに平和記念館等々は学習観光としてはまさに適地なんです。かなりの資源

を持っているなと思っております。 

 ですから、将来的にはこういったところをもっともっとアピールしていって、そ

んなに多くに来てもらう必要は全くないと。それだけ目的を持った方々に来てもら

うことが大事だろうと思っております。 

 それと、新たな視点でいきますと、やはり農業というのはうちの町にございます。

農業、林業というのがございます。この農林業を生かした観光政策というのは、私は

将来有望だと思っております。具体的に言いますと、かがし祭でやりました、例え
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ば、芋掘り園とか、みなみの里でやっております枝豆刈りとか、ああいったのは都市

住民がかなりの関心を強く持っております。そういったものをやれる可能性が本町

にはあると。 

 その可能性の中で一番大事なのは、やはりトイレと駐車場なんです。それで格好

の場所は、例えば、「ぽぽろ」なんです。ぽぽろは周辺に、農地がかなりあり、空き

地もございます。そういったところに、少し本格的な、貸し農園もその次の段階でし

ょうけども、観光農園を開く、掘り取り園をやる、そうすると、あそこに駐車場があ

る、トイレがある、あるいは拠点として連絡もでき得ると、そういったところの観光

政策を農業とリンクさせる。それが極めて重要だろうと思っております。 

 それと、もう１点はうちは山がございます。なかなかうちは手入れが行き届いて

いない山があるんですけども、これは既に民間事業者の方々が取り組んでおられま

すけれども、レンタル山林ですね。言わば、今は若者を中心に、非常にこのファイア

ーに対する関心が高まっております。それと田園回帰の風潮がますます強くなって

いきます。そのことから考えると、今の山の形状を変えずにそこを利用する、レンタ

ルすることによって収益が上がる、地権者にとって。そして利用者にも喜んでもら

える。そういった仕組みを既に実験的に森山のほうでやっておられますので、私は

強い関心を持ってこの事業を見ているところであります。これ、関東地方、中京地方

ではかなり普及しているんです。ですから、私も一度はそちらのほうを見に行きた

いと思っていますけども。 

 そういったふうに、自然を生かして、観光というのは地域振興等がなければ、単に

一時的に来てもらうだけでは本来の観光とは言えないと、今からの観光とは言えな

いと思っております。そういったことからして、一番格好なのはやっぱり城山は魅

力ですね、そしてぽぽろができたと、２０億投資していますので、駐車場もありま

す、シーズンにはたくさんの人がやってきます。あの方たちをぜひ農業の魅力に結

びつけていければと。そして、そういったふうに新しい価値観を都市の人に知って

いただいて、そしてより豊かにお互いがなっていく。観光というのは、経済が伴わな

いと長続きいたしませんので、そういったことを考えているところでもございます。 

 ですから、みなみの里でも、１つはイチゴをやりました。これも観光いちご園の、

何かきっかけになればということでやっております。まずは、基本はいいものをつ

くるわけですけども、その栽培技術をきちっと持った上で、そういった観光的にや

れば道の駅だってもっと活用できる。あそこにはもう立派なトイレがありますし、

立派な駐車場があります。そして、実験的にやってみた枝豆は好評であります。です

から、しっかり祭りで実験をやっておりますので、その非日常性を日常的にビジネ

スになり得るような、そういった仕掛けをしていくのがやはり行政ではなかろうか

と、そのようにも考えております。 

 以上でございます。 

 議  長  木村博文議員 

木村博文議員  ありがとうございます。観光農園、本当に聞いてわくわくするような思いがあり

ます。ぜひしっかりと進めていただきたい。また、朝倉観光協会、あちらのほうにも

一生懸命協力していただいて、町の観光のために頑張ってもらっています。あちら

のほうともぜひ連携していただいて、もうちょっと筑前町の中での観光をしっかり

取り組んでいっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、３番の買い物弱者対策ということでお尋ねいたします。 

 このことも、以前から幾度となく質問してまいりました。町内には著しく人口が

増えている地域、また、高齢化が進んでいる地域があります。私が住んでいる西部地

域では、前回の質問後、さらに住宅建築が進んでおり、３０年ほど前に建ったマンシ
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ョンでは高齢化が進み、近くに食料品等を置いてある小売店が少ないために、大変

不便な思いをされてあります。しかも、この人口増加はまだまだ増える予想があり

ます。以前、企業誘致条例で指定して取り組めないかというお尋ねをしたこともご

ざいました。その後、地域の状況も大きく変わっていますので、改めて担当課にお尋

ねしたところ、これまでの答弁どおり、特定の小売業、企業だけに適用すると、地場

産業の育成を阻害するおそれがあるために、条例の適用業種としていない。本町は、

散在集落の居住形態であり、ちくちゃんバスや１０月から体験乗車を始めたオンデ

マンドバスを、地域から店舗につなぐという支援策の１つとして対応しているとの

ことでした。 

 民活の部分の課題であるということは十分認識しておりますが、要するに、西部

地域に小売店を誘致できれば多くの住民が助かるという単純なことです。いま一度、

町長のお考えをお尋ねいたします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  人口増のメリットは、商業施設も立地してくるということでございます。あるい

は、医療施設だって立地してきたと、あるいは人口が減少しているところには立地

いたしません。そういった意味においては、やはり人口が増加するという政策を取

れば、そういった商業的なビジネスチャンスが生まれるわけですから、多くの民間

事業者等が進出してくれるということだろうと思っております。 

 本町を客観的に見た場合、やはりこの西部地区については人口が増えております。

その分だけやはり商業施設も多いなと思っております。例えば、全町的に見まして、

路線ごとに見まして、国道沿い、３８６号沿い、５００号沿い、県道久光西小田線、

それから山麓線、その中からすればやっぱり３８６号沿線が一番商業施設に恵まれ

ております。 

 ちょっと議員が質問されるということで、朝日辺りの近接のそういった商店等を

調べてみたんですけれども、こういったスーパーなんていうのは行政を越えていく

んですね。人は行政境だからそこに買いに行かないとか、そういったものは全くあ

りませんで、便利がよければ、いいものがあれば足を伸ばすということはもう当然

でありまして、特に朝日等については、福岡都市圏イオンとかゆめタウンに近いわ

けでありまして、非常にあの点では有利性があると。 

 それとあわせまして、うちの里もちょっとあそこにありますものですから、聞い

てみたら、もろおか青果さんは確かにいいよと。あそこのスーパーは何でもそろう

からと。あそこまでの距離も１キロ以内でありまして、大体この近接にある施設は

１キロ以内、仮に町外であっても３キロ以内ぐらいに存在すると。そういったこと

でありますので、改めてそこに商業施設を、スーパーを誘致する必要性、妥当性とい

うのは、なかなか厳しいんじゃないかなと正直言って思っております。また、そうい

ったまとまった用地もございません。用途地域の中に。農振を潰すということは、さ

っきの問題もありまして、簡単に農用地を潰すべきものでもありませんでしょうし、

幸いにして朝日西には用途区域を設定しておりますので、その用途区域の中にぜひ、

そういった進出の予定がありましたら積極的に受け入れていきたいと、そのように

考えております。 

 担当課長も言いましたように、オンデマンドバスとか配食サービスとか、そうい

ったものはさらに充実させていきたいと、そのようには考えております。 

 以上です。 

 議  長  木村博文議員 

木村博文議員  今、回答にもありましたけども、やはり西部地域にまとまった用地がないという

のは、それも大きなハードルの１つだと思います。それに、言われたとおり、イオン
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さんとか、ゆめタウンさんに買物に行ってある方がすごく多いです、車で。行かれる

ということは、やはり、そこが売り上げになれば、その分の税収は筑紫野市なり、よ

その行政区に入るということで、どうせ買物するなら地元でしていただきたい。 

 しかし、今言われたとおり、用途地域で今指定してありますけども、今、一番人口

が増えている朝日西区なんですけども、さっき言われたもろおかさんであり、高齢

者の方にとってはちょっと夏場とか特に困難な距離であるということで、これから

もその部分について、さっきも申し上げたように、建築が進んでおる、また、マンシ

ョンにおいては高齢化が進んでおるということで、大変心配しております。 

 町長からご回答いただいたことは重々分かる、また、行政が動くというのは難し

いというのも分かるんですけども、以前、地方創生の取り組みの中で、業者の方が―

―小竹町でその取り組みをされてありましたけども――お見えになって、一緒に同

行したことがございます。覚えておられると思います。そういった形でも町は携わ

ることが不可能ではないと思っておりますので、ぜひこれからも、しっかりと考え

ていって、検討していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、４番の子どもの環境整備ということでお尋ねいたします。 

 要旨にあります小学校の教室等の確保ということで、先ほども、今も申し上げた

とおり、地域によっては著しく人口が増加している地域があります。戸建て住宅に

伴う人口増ということで、子どもさんが小中学校に入学するタイミングが多く見ら

れます。また、就学前の兄弟姉妹も一緒におられたりして、近い将来、教室などの施

設が足りなくなるのではと心配しております。最近は特別支援を必要とする児童生

徒も増えて、今まで以上に教室等を必要とします。 

 この状況について担当課にお尋ねしたところ、中牟田小学校、東小田小学校では

心配する状況がある。特に中牟田小学校では、ここ数年で教室が足りなくなること

も予想されるとのことでした。こども課にも、各施設の入所状況や待機児童の推移

を尋ねたところ、１１月現在、施設の利用率は、幼稚園で８３.５％、保育所で１０

８.８％、待機児童は１１０人で、例年の傾向からいけば、年度末に向けて約１４０

人ほどまで増えることが予想されるとのことでした。 

 町の幼稚園、保育所の入所数プラス待機児童の数を考えると、しばらくは今の傾

向が続くことは容易に想定できます。これは施設の問題ですので、町長にお尋ねい

たします。このままで大丈夫でしょうか。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 まず、その現状です。人口増の問題もありますけれども、将来、５年、１０年でど

のように子どもの数が推移していくのか、そのことを教育委員会のほうから説明さ

せていただきたいと思います。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  お答えいたします。 

 児童増が見込まれる２小学校、これが児童増が見込まれますけれども、これにつ

きましては、東小田小学校が令和５年度に２４学級、それから中牟田小学校が令和

９年度に２２学級となりまして、ピークを迎える予定になっております。教室数等

を勘案したところ、十分に対応できるというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  人口増に伴って子どもたちが増えるというのも、一つ、まちづくりのコストでご

ざいます。必要なものでございます。人口が増えることによって地方交付税も若干

上積みされてまいります。それは、そういった経費に充当してよろしいという国の
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ほうの支援でもございます。そういったことも含めまして、学校施設は必須であり

ますので、不足すれば増築なりやっていくということになります。 

 今言われましたように、単年度でできる話でございませんので、計画性を持って

進めていかなければならない、その中には様々な建築の計画といいますか、希望さ

れる施設がございます。文化財もありましょうし、体育館もありましょうし、それか

ら学童も本町は非常にまだまだ未熟であります。そういったものを整備計画を立て

まして、財政計画と十分整合性を取って、そして進めていきたいと思っております。

対応してまいります。 

 議  長  木村博文議員 

木村博文議員  今、担当課から答えていただきました。その数字の根拠というのがどの辺りまで

の根拠か分かりませんけど、先ほど申した西部地区、後田地区と小字でいうんです

けど、今まだ建っているんですね。１０数件だったと思うんですけども、２年ほど前

に１つ開発がありました。それをきっかけにどんどんどんどん堰を切ったように今

進んでおります。今現在も２０数件の分と１２件の分と５件の分と、まだ２か所に

ついてははっきり工事が始まったわけじゃありませんので、どの辺りまで先ほどの

数字の根拠が入っているか分かりませんけども、まだまだ建築可能な土地はたくさ

んございます。もし、ここに道路とかそういうものを計画すれば、もっとここは埋ま

ってくるんじゃないかと思っております。 

 ということで、中牟田小学校だけになりますので、その地区は。今の数字以上に困

難なことになるのではないかと心配しておりますので、ぜひ前倒し前倒しで、足り

るからいいじゃなくて、やはり将来を、もうちょっと先、５年、１０年先まで見る

と、やはり減少傾向に転じるかもしれないということで、そこまで設備には投資で

きないという考え方もあるかもしれませんが、今現在、いろんなパソコンルームで

あったり、いろんなものを解体して、フルで使って、あと残りの数がどれだけという

ことなっています。昔は、多目的ルームでもそうですし、やはり活用していく上でゆ

とりがあったんです、そこの中に。いっぱいいっぱいじゃなくて、やはり５年、１０

年先を考えたら余るかもしれないけど、やはり心の教育、ゆとりの教育の部分で、そ

こをつくっておけば活用できるという考え方もできるんじゃないかと思います。反

対に言えば、やはり足りないというのは、１でも足りなかったら絶対駄目なんです。

その辺りをしっかりと読み取っていただいて、対策を今からしていっていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、５番、戦跡保存についてお尋ねします。 

 町には、まだ保存が適正でないと判断せざるを得ない戦跡が見受けられます。私

が議員になった当時は掩体壕も個人所有でした。記念館の見学ガイドにも掲載され

ていますが、憲兵分遣隊舎のれんが塀、飛行隊井戸、監的壕など、個人の意思で撤去

などができる状態での保存は好ましくないと思い、移設などを検討してはと担当課

にお尋ねしました。れんが塀、監的壕については、持ち主の理解及び予算を確保でき

れば可能性はあると考えるが、現時点では予算の確保は困難とのことでした。 

 また、２問目の平和記念館の充実をということで、駐車場の拡張や、ヘリコプター

をみなみの里やぽぽろに移動して跡地に外便所をつくったり、来館者を増やす取り

組みの１つとして埋蔵文化財センターを敷地内に配置できないかということで、こ

れについても担当課にお尋ねしました。駐車場は、現在の広さで対応できている。ヘ

リコプターは、大刀洗飛行場との直接の関係はないが、来館者がよく写真を撮って

あるところを目にするので、記念館としては必要なものと捉えている。団体などの

トイレも、館内のトイレで対応できている。埋蔵文化財センターは、一定の効果はあ

るかもしれないが、費用対効果を考えると厳しいとのことでした。 
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 駐車場は、多いときは、離れた太刀洗駅前の駐車場を活用してあります。館内トイ

レは、修学旅行生などが来館したときは大混雑で、一般の方は長く待ってあったり

しています。まだ改善するところが多々あるように感じますが、町長のお考えをお

尋ねいたします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 大刀洗平和記念館等々、戦跡保全につきましては、財源問題も含めて町のほうも

しっかり取り組んでいるところでございます。その方面で副町長のほうが中心とな

ってやっておりますので、副町長のほうから説明いたします。 

 議  長  中野副町長 

 副 町 長  それでは、私のほうからお答えいたします。 

 まずは、筑前町は、平和事業をよそと比べると、かなりの予算を投資しておるわけ

でございますが、今現在、運営費といたしまして６,６００万円、主に平和記念館の

運営費でございますが、それプラスの起債償還、これがまた６,５００万円、合わせ

ると１億３,０００万円の、当分の間そういう予算を企てているというような状況で

ございます。そのうち１０万人の来館者があれば、約５,０００万円程度は充当でき

るわけでございますが、当分の間、厳しい状況であるというふうに考えております。 

 そういうことで、議員お尋ねの、幾つかの戦跡保存ということを検討したらとい

うことでございますが、まずはこの平和記念館事業が持続可能な状態で実施できる

ように、また、そういう戦跡保存についても、これ以上、一般財源を投資することは

不可能であろうというふうに考えております。 

 そのようなことから、令和３年度から企業版のふるさと納税、これに取り組んで、

企業の方にお願いしておるわけでございます。その実績を、今回の議会中には皆様

方にも、一覧表で報告したいというふうに思っておりますが、昨年度２月より取り

組みまして、３年度が５件の５０万円あっております。そして、令和４年度に入りま

して２１件で１,５５０万円、計の２６件で１,６００万円、一応寄附をいただいてお

ります。そのうち、戦跡保存を指定されたものが１,３３０万円というふうなことで、

これはもうこの分に充当したいというふうに思っておるところでございます。 

 このように、町としても、戦跡保存するためには、一財はなかなか難しいという観

点で、住民の方に納得していただけないんじゃないかというようなことで、このよ

うに、財源確保に企画課が中心になって頑張っておるところでございます。 

 そのようなことで、まずは財源確保ができないと、なかなか計画のほうも立てに

くいというふうな状況でございますので、ご理解いただきたいというふうに思いま

す。 

 それからヘリコプターの件でございますが、ヘリコプターについては、もう議員

もご存じと思いますが、これは合併時の旧三輪町のオンリーワン事業として建設さ

れたものでございまして、旧名古屋空港にゼロ戦と一緒に展示されておったわけで

す。私も、その当時まだ合併前でございましたが、合併事務局のときに行って、その

辺の条件をお聞きしております。宇宙協会の持ち物であるゼロ戦を寄附するから、

ヘリコプターも一緒にお引取り願いたいというふうな条件の下でのヘリコプターで

ございます。要するに、平成１９年に移動いたしまして、黒川の音楽館の中で展示を

いたしておりましたが、その後、議員さんをはじめ様々な方々からのご意見、要望が

あって、いつまであそこに置いておくんだというふうなご意見もございました。平

成２９年に記念館を増築した折に、その当時に持ってきたヘリコプターでございま

す。そのようなことで、今、担当課のほうが回答したような形で、今のところ運営を

させていただいとるということでご理解いただきたいというふうに思います。 
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 以上です。 

 議  長  木村博文議員 

木村博文議員  ありがとうございました。また、企業版ふるさと納税ですか、たくさんのご寄附を

いただいたということで、本当に大変感謝しておるところでございます。そのうち

１,３３０万円についても、戦跡の保存ということで、もちろん住民サービスを減ら

して財源を持ってくるということは絶対できないということは、十分承知しており

ます。しかし、今言われた企業版ふるさと納税とか、ガバメントクラウドファンディ

ングですか、そういういろいろ、今から手法がございますので、厳しいだけで終わら

ずに、ぜひ前向きに、これからも検討の中の１つとして進めていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次に６番、機構改革についてお尋ねいたします。この件については、昨

年の１２月議会でしっかりと回答をいただいておりますので、その後の進捗状況に

ついて担当課にお尋ねしたところ、令和４年度に入り各課からプロジェクト委員会

を選出して、機構改革プロジェクト委員会を発足。これまで４回の委員会を開催し

た後、分野ごとに会議を開催したり、各課長ヒアリングにおいて意見の集約を行っ

た。現在はそれぞれの部署から聴取した意見を踏まえて検討を重ねている。住民サ

ービス向上を念頭に、健康福祉関連部門を本庁舎に集約することを前提とした配置

計画については統一した見解を得たが、各部署からの意見を踏まえて調整が必要な

状況との回答でした。 

 この機構改革は大きな労力や財源等を伴うこともあり、簡単にできることではあ

りません。しかし、機構改革は、住民サービス向上や行政課題に対し、効率的な取り

組みをするためには必須であり、最近では、通常業務に上乗せして、コロナ関係の業

務や、また、それに伴う地方創生事業で、業務が煩雑化して職員にも大きな負担がか

かっているように感じております。それらの対策のためにも、機構改革は急務と捉

えますが、町長のお考えをお尋ねいたします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 全ての組織において改善は絶えず必要だろうと、そのように考えております。特

に今回は機構改革ということで、この限られた施設の中でどう改革していくのかと。

新しい建物ができるのであれば極めてやりやすいんですけども、今の施設を活用し

ながらということでございます。そのことも念頭に置きながら、各部署から、それぞ

れ担当係長等々がプロジェクトチームをつくっておりますので、十分な検討をさせ

ていると、担当課長が説明したとおりでございます。ぜひとも成し遂げていきたい

と思っております。そのことがやはり業務の削減にもつながっていこうと思います

し、新しい時代への対応になるかと思っております。 

 まさに時代が大きく今変わっておりまして、もうＳＤＧｓとかカーボンニュート

ラルという言葉が、国のほうでも行き交っております。こういった施策が全ての補

助事業等の前提条件になってくるだろうと察せられるところであります。 

 また、先日、朝礼のときに、中学生のスピーチコンテストで優勝した方々に、ワン

スピーチやっていただきました。その人のテーマもＳＤＧｓでございました。その

ように、子どもたちもやっぱりＳＤＧｓとか環境問題に極めて高い関心を持ってい

ると、社会はそのように動いていくんだなということも実感したことでもございま

した。そういったことで、機構改革もそれに合わせた形で進めていきたいと思って

おります。 

 議  長  木村博文議員 

木村博文議員  やっぱり時代は大きく変わるということで、特に今はそれにコロナが上乗せして、
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いろんな対応をしなくちゃいけないということで、職員の方にも大きく負担がかか

っているように見えます。職員の業務のための機構改革じゃ、もちろんございませ

ん。やはり、うちの町は、職員数をしっかりと減らして、少数精鋭でしっかり頑張っ

ていくんだという姿勢で頑張ってあります。おかげで、経常収支比率等の数字にし

ても大変、近年に見ないようなすばらしい数字を出していただいております。その

ような努力は本当に評価するわけでございますが、このままずっと続いていくとい

うことになると、やはりどこかにひずみが出てくる。そうすると職員に負担がかか

り、やっぱり住民サービスが十分にできないということも出てくるかもしれません

ので、その辺を十分に考えて進めていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 今回は今期最後の一般質問でありました。また、４年の最後の質問、また、１０年

にわたりいろいろ質問させていただきました。私は、議場の質問の前に、各課に調査

をするというスタイルでやっております。今回も農林商工課、都市計画課、教育課、

また、こども課、総務課、企画課と、皆さんしっかりと回答をいただいたところで

す。農林商工課さんはＡ４の３枚ぐらいにまとめて、ずっと思いのこもった今回、回

答をいただいていたんです。中で紹介できなかったんですけども、ぜひこれを、私が

来期どういった立場になるか分かりませんけども、その中でもしっかりと活用させ

ていただきたいと思いますので、ご了承いただきたいと思います。 

 そして、一般質問というものは、それだけじゃなくて、提案するからには財源であ

るとか代案とかをしっかりと示してするべきだと思っております。しかし、そう思

いながらやってきましたものの、その部分が私はできなかったということで、大変

反省をしております。 

 しかし、どれも、多くは、町民の皆さんの声を基にしっかりと質問させていただい

ております。そこをご了承いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 町長は、田頭喜久己は、心で聞く耳を持っていますと、キャッチコピーを念頭に行

政運営の陣頭指揮をこれまで取ってこられました。ぜひこれからも、しっかりと住

民の皆さんの声に耳を傾けていただいて、かじ取りをお願いしたいと思います。 

 以上で、１１番 木村博文の一般質問を終わります。 

ありがとうございました。 

 議  長  これで、１１番 木村博文議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をいたします。 

 午後１時から再開いたします。 

（１１：４３） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

 議  長  ８番 山本一洋議員 

山本一洋議員  通告に従いまして、弓道場の施設整備について、また、学校における社会体育施設

の使用時間の検討についての２点をお尋ねいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 まず最初に、三輪中学校横にあります弓道場の施設整備の件ですが、知らない方

もおられると思いますので、少し経緯を話させていただきたいと思います。この筑

前町弓道場は、いつ頃、どのような経緯で建てられたのかということを三輪町史や

建設当時のことを知っている方などにお尋ねをいたしました。そこで分かりました

のは、あの弓道場は、合併前の三輪町の時代、昭和３７年頃、今の新町にあります総
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合支所横に建てられていたものを、昭和４１年、三輪中学校横に移築をされたよう

でございます。以前は、「研修員弓道場」と呼ばれておりましたが、この弓道場は、

森山の多田勇雄さんという方が建てられたものであるということでございました。

多田勇雄さんは、今の筑前町弓道場内に写真も飾られておりますが、昭和３９年、東

京オリンピックにおいて模範演技をされた方でもございます。この弓道場は大変に

歴史があるものでございまして、本町の体育協会、弓道部が主催をいたしておりま

す「多田杯弓道大会」も既に６０回を数えられているということであります。 

 まず、町村でどれくらいのところが弓道場を持っているのかということについて、

県の教育委員会にお尋ねをいたしました。そうしたら、福岡県内には学校施設も含

め３９施設あるというふうに教えていただきました。町村での施設を持っていると

ころは少ないようでございます。 

 そこで質問をいたしますが、教育委員会として、この筑前町弓道場をどのように

捉えておられるのかをお尋ねいたします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えします。 

 弓道場には長い歴史があり、先人たちの思いが詰まった施設であると思います。

弓道競技も、中学校の部活動をはじめ、幅広い年代で町のスポーツ文化として定着

しており、弓道場は重要な社会体育施設の一つであると考えております。 

 以上です。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  町として、教育委員会として、重要な施設であるということは伺いましたが、私、

中学校の部活動の部員数も調べさせていただきました。平成３１年度は３７名おり

ます。令和２年度は３４名、令和３年度には３２名、令和４年度は３５名の中学生の

子どもたちが弓道を習っています。中学校の部活動としては、大変多くの人数の子

どもたちが練習をしているんだなというふうに思いました。そして、その子どもた

ちの成績でございますが、平成３０年、３１年度は全国大会出場、令和３年度は九州

大会出場、令和４年度は全国大会に個人出場もしており、ＯＢの高校生、大学生も九

州大会、全国大会に多数出場しているのが現状のようでございます。 

 新入生のほとんどが素人だと思いますが、その素人集団を２年から３年で、県か

ら九州、九州から全国大会へと出場させるような指導力については、大変頭が下が

る思いでございます。この子どもたちの指導は、地域の経験者の方が主に行ってお

られるようでございまして、まさに地域の力の活用であるというふうに思います。 

 そこでお尋ねをいたしますが、数年前から弓道場に、大会や練習のための観覧席

をつくってほしいとの要望があっておりましたが、どのように検討されたのか、ま

た、考えがあるとするならば、どのようにお考えになっているのかお尋ねいたしま

す。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えします。 

 弓道場への観客席設置につきましては、現在の施設敷地内では、スペース等の問

題もあり、困難かと考えております。 

 将来的に大規模改修等を実施する場合には、観客席の必要性を含め、利用団体等

と十分に協議をしながら検討を行いたいと考えております。 

 以上です。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  現在の敷地内には困難かというふうなこともございましたけれども、大会等では

移動テントを持ってきて設置をしながら観覧席をつくってある。どういう観覧席を
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想定してあるのかは分かりませんけれども、弓道部の方に聞きますと、県内でも片

屋根式の簡単な観覧席もあるようでございまして、今現在、移動式のテントであれ

ば立ち見なんですよね。弓道大会をご覧になった方、また、参加された方もあるかも

しれませんけれども、私たち、通常のスポーツの大会等を想定しますと、わあっと拍

手したり頑張れとか言ったり、いろいろ声援をするわけですけれども、弓道大会の

場合はもう静寂の中で矢を射るわけです。そういったところで、立ち見でずーっと

長時間いるというのもどうなのかなというふうに思います。 

 ですから、今、回答の中にもございましたけれども、弓道部関係者、それから学校

の先生、指導していただく先生方と協議をしていただきながら、そんなに大規模な

ことを望んでおられるようでもございませんので、ぜひとも話合いの場を持ってい

ただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか、お尋ねいたします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えいたします。 

 議員言われたとおり、利用団体等と十分に協議をしたいと思います。 

 以上です。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  ぜひともよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。また、もしもか

なうならば、施設ができますならば、設置に向けて検討されるならば、ぜひとも指導

者の先生、そして協会とも十分に協議をしていただくようにお願いをいたします。 

 次の質問に移ります。 

 小中学校の施設開放に関する利用時間についてお尋ねをいたします。 

 ある町民の方から、体育館の使用時間の区切りが４時間単位でされているように

聞いております。お尋ねがございました。実際にクラブやサークル等の練習時間、４

時間も練習をしないというようなことで、これを半分の２時間程度に区切っての練

習で充分のようで、半分の時間に区切れば使用したい団体も増えるのではないかと

いう相談がございました。私、調べさせていただきましたが、本町には小学校及び中

学校の施設の開放に関する条例がございます。別表第２に時間の区切りが書いてあ

ります。昼間では８時３０分から１２時まで、１３時から１７時まで、夜間では１８

時から２２時までとなっています。まさに３時間半から４時間の区切りで使用時間

が設定をされています。今日までに地域住民の方からの、この時間の区切りについ

ての事務局へお尋ねなり要望がなかったのかをお尋ねいたします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えします。 

 今、議員が言われたように、町の体育施設のうち学校施設の開放と農業者トレー

ニングセンターについては、貸出し時間の区分が午前、午後、夜間というように、お

よそ４時間単位での３区分となっております。私どもに上がってきた声としまして

は、農業者トレーニングセンターを利用されている方から数件、時間単位の貸出し

ができないかというご要望をいただいておるところです。 

 議  長  山本一洋議員 

山本一洋議員  今までにそういった意見、要望もあっているということでございますので、私は

今すぐに条例の変更とまでは言いませんけれども、やっぱり多くの方々が利用され

る時間を設定してはどうか、そして、そのことによって、町民の方の健康づくりであ

るとか体力づくりであるとか、そういった推進につながっていくのではないかとい

うふうに思っています。ぜひとも、何らかの方法を相談者の方と一緒になってお考

えいただくようにお願いを申し上げたいというふうに思います。 

 最後になりますが、私、今日までいろいろと一般質問をさせていただきました。執
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行部におかれましては、真摯に受け止めていただきまして、回答いただきましたこ

とについて、お礼を申し上げたいというふうに思います。 

 今後もなお一層、町民の声に耳を傾けていただき、住民に寄り添っていただきま

すようにお願いを申し上げながら、人が輝くまちづくりを推進していただきますよ

うお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

どうもありがとうございました。 

 議  長  これで、８番 山本一洋議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで暫時休憩をいたします。 

 消毒だけさせてください。 

（１３：１３） 

 再  開  

 議  長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（１３：１４） 

 議  長  ９番 奥村忠義議員 

 奥村議員  すみません、マスクを外させていただいてよろしいでしょうか。 

 議  長  はい。 

 奥村議員  通告書に基づき一般質問に入ります前に、ちょっと一言述べさせていただきます。 

 先月の２１日に、大刀洗平和記念館に妻と孫を２人連れて見学に行ってきました。

何度か行ったことがございますが、何度行っても、若くして天国へと旅立っていか

れた兵士たちの家族に宛てられた手紙などを拝読すると、目頭に熱いものが込み上

げてくるのを抑えることができません。また、何ゆえに若くして死ななければいけ

なかったのか、どうしてあなた方が戦争の犠牲にならなければいけなかったのかを

考えると、戦争に対する憤りさえ感じます。 

 今、同じことがロシアとウクライナの間で行われています。お年寄りから幼子ま

でが犠牲になる戦争、いいえ、犠牲になっているのは人間だけに限らず、たくさんの

動物たちまでもが被害に遭っていることでしょう。そんな戦争がいつになったら終

結するのでしょうか。いつになったら、人々は平和な生活に戻るのでしょうか。 

 そして今、北朝鮮からは、今年に入ってからも毎月のように何種類かのミサイル

が発射されています。中でも、１１月３日に発射されたミサイルでは、新潟県、宮城

県、山形県にＪアラート――全国瞬時警報システムが発令されました。建物の中や、

または地下に避難してくださいとの報道がされましたが、でもその後で、Ｊアラー

トが発令された時間の数分前には上空を通過していたとの報道があり、さらには、

またその後に、ミサイルは日本上空を通過していなかったのではないかとの発表が

ありました。この件については、Ｊアラートが発令された時間には、もう避難しよう

としても間に合わなかったのじゃないかと、そう感じたのは私だけでしょうか。さ

らには、その後の発表では、日本上空は通過していなかったとか、行方が分からない

というのじゃ、国民の不安をあおるだけではないでしょうか。 

 そこで、身近なところでは、筑前町の下髙場地区に存在する通信基地でございま

すが、日本には数か所しかない重要な通信基地であると聞いております。なお、近隣

にお住まいの住民の方々の家庭内での会話は、有事の際には基地を狙ってミサイル

が飛んでくるのではないかとか、基地に着弾したらどの範囲まで被害が及ぶのであ

ろうかとか、また、ミサイルは正確に狙ったところに落ちるのか、何百メートルとか

の誤差があるのではないかといった切実な会話が家庭内で交わされているそうで

す。 

 それでは、通告書に基づいてお尋ねしますが、①の筑前町下髙場に存在する通信
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基地は、我が国においてどのような役割を果たしているのでしょうか。また、②の日

本国内に同様の基地は何県に何か所存在するのでしょうかといった質問に対して、

ご一緒に回答をお願いします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  それでは、お答えしたいと思います。 

 まず、最初に１つ目の質問についてでございます。おっしゃっています当通信施

設につきましては、国防の観点から国家機密事項であり、国が管理をする施設であ

るために、お答えする立場ではございませんので、お断りしたいと思います。 

 また、２つ目の質問につきましては、あらかじめ防衛省のホームページを検索し

てみましたけれども、同様の通信所を含め、全国に６か所の通信施設があるようで

ございます。場所といたしましては、北海道、埼玉県、新潟県、鳥取県、鹿児島県に

存在するようであります。 

 以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  防衛省の管轄であることはもう重々承知しておりましたので、ある程度予想して

いた回答でありますが、不安を感じて生活していらっしゃる方々が筑前町にたくさ

ん住んであるということを、頭の隅にでも置いていただくことをお願いしまして、

次の質問に入ります。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 ③の基地周辺にお住まいの方々の安全性についてお尋ねしますが、絶対に戦争は

起きないと言い切れるものであれば、住民の皆さん方も安心して生活されるでしょ

うが、もしそう断言できない場合には、どのような対策を講じてあるのか。また、筑

前町総合計画に、「命を守る、生活を守る、自然環境を守る」といったそれぞれの項

目の中にも、当然のことながら、この有事については筆記されておりません。 

 そこで、町長にお尋ねしますが、地下シェルターなどや避難先、それを誘導する人

材の育成が必要であるのではないかと私は考えますが、このことについて、何がし

かの対策を講じていらっしゃるのであればお聞かせください。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えさせていただきたいと思います。 

 議員ご承知のように、現在の世界情勢において、防衛政策の大きな転換期に差し

かかっているのではないかと思われます。今国会においても、防衛費予算の増額や、

敵基地攻撃能力の保有を含む国防について、慎重な審議が重ねられている状況でご

ざいます。その推移をしっかりと見定める必要もあることから、現時点におけます

回答については、先ほどと同様、差し控えさせていただきたいと思います。 

 ただし、住民の皆様の中にも、そのような不安の言葉、心情等があると思われます

ので、そのことについては、国のほうに、機会がありましたら伝えてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  地下シェルターなどは、今からどうのこうのをちょっと難しいんじゃないかとも

思いますが、ただ、有事に備えての、誘導するような人材の育成、これだけは前もっ

て、どういう形かでもいいから何かやっておいたらいいんじゃないかと思いますが、

町長はそこら辺をどうお考えでしょうか。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 私どもは地方公共団体でございます。地方公共団体の事務は範疇が決まっており



23 

 

まして、国防事務等々については地方公共団体の権限は有しておりません。もちろ

ん、国からの指導でＪアラート等は自治体として対応いたしますけれども、それ以

上のことは情報も入りませんし対応はできないということであります。 

 ただ、一般的な災害については十分な対応が必要だということで、様々に施策、訓

練等もやっているわけであります。もし、有事等々の際は、そういった組織を活用い

たしまして対応せざるを得ないと、そういうふうに考えます。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  分かりました。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 美和みどり保育所の建設についての質問でございますが、①の給食室の衛生管理

の徹底についてでございます。そこに害獣、小動物でございますが、ネズミ、ゴキブ

リ、蛇などの侵入の報告は受けてあるのでしょうか。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 給食室の衛生管理の徹底についてですが、小動物の侵入についての報告を受けて

いるところであります。 

 現在では、害獣等が入らないように、建物の隙間や排水口の隙間等を防ぐなどし

て対策を取っており、毎日、調理員が食器、調理器具、床などの消毒を行うととも

に、衛生管理に努めているところです。また、年６回、業者による害虫駆除や、年４

回の調理器具点検等を行うなど、細心の注意を払っているところでもあります。子

どもたちにつきましても、手洗い、うがいはもちろん、保育士たちによる室内の消毒

や、害虫等が発生した時には駆除等も行っておるところでございます。 

 以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  今後も徹底した衛生管理をお願いしたいと思います。 

 それでは、②の美和みどり保育所の耐用年数はあと何年残っているのかと、現在

の園児数と待機児童数についての説明をお願いいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 美和みどり保育所の耐用年数についてですが、先に町内の認可保育所の入所児童

数について、現在６園で７２９名の入所があります。１１月現在では、待機児童が１

１０名となっております。また、美和みどり保育所については、１９７９年に鉄筋コ

ンクリート造りで建設されており、４３年が経過しているところであります。日本

建築学会の標準使用年数について、６０年とされているところでございます。 

 以上です。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  ６０年というと、まだあと１７年近く残っているということですよね。ああ、そう

ですか。 

 それでは、次の３番に移りますが、耐用年数前にあと１７年もあるわけですが、建

設する計画はないのでしょうか。そこをお願いいたします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 令和３年３月に出されています筑前町公共施設等個別施設計画では、調査や軀体

の健全性を把握し、改修等の方向性を検討するようになっております。今後、方針検

討の会議などを行った上で、方向性を決めたいと思っております。 

 以上です。 
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 議  長  奥村議員 

 奥村議員  これまでに園児用の靴箱やトイレの改修工事等に約４００万円の経費がかかって

いるようです。これからも害獣対策等を含めた改修や修繕等を必要とする箇所が出

てくるのであれば、早めに建設計画をしたほうがいいのではないかと考えます。 

 それと、④についてでございますが、本町は僅かながらも人口が増えてきていま

す。将来性の見通しについては、どのような考えを持って建設計画を進めていかれ

るのか、私のほうとしましては、せっかく建設をするのであれば、現在の待機児童数

の現状や、また、昨今では気になる子どもも年々増えてきていると聞いております。

そういった子たちのためにも、将来的に何かに使える部屋として、今のと同等の建

物じゃなく、それ以上の１部屋か２部屋か多いような、そういう建物であってほし

いと考えますが、町長の見解をお尋ねいたします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 今、議員のほうからも質問がございましたけれども、社会情勢が大きく変動して

おりますし、１０年前に本町が３万人を超えるなんて想定をした人はほぼおりませ

んでした。そういったことからして状況が変化しているということは事実でござい

ます。あわせて、今後は本当に少子化社会がやってくることも間違いなかろうと思

われます。そういったことを展望しながら、やはり既存の計画をベースにしながら

も、検討、研究していく必要があろうかと思っております。議員が言われたようなこ

とを十分念頭に置きながら研究をしていく必要があると、そのように認識します。 

 議  長  奥村議員 

 奥村議員  園児やそこで働く職員の方々が一日も早く快適な職場環境で過ごせるようになる

ことをお願いしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

 議  長  これで、９番 奥村忠義議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をいたします。 

 １時４０分より再開をいたします。 

（１３：３１） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：４０） 

 議  長  ４番 石橋里美議員 

 石橋議員  通告に従いまして、マイナンバーカード利便性の向上について質問をさせていた

だきます。 

 マスクを外させていただいても。 

 議  長  はい。 

 石橋議員  ２０２１年第４回定例会一般質問にて、コンビニ交付への参加や、マイナンバー

カード申請における写真撮影などのサポートについて質問をいたしました。 

 申請サポートにつきましては、マイナンバーカード特設コーナーが設置され、職

員による無料写真撮影や申請手続きのお手伝い、また、職員のサポートを受けなが

らのマイナポイント関係の申し込みができるようになり、住民の方々からは大変喜

ばれております。 

 一方、コンビニ交付につきましては、前回の町の答弁では、コンビニ交付に対する

財政支援はあるものの、多額の町費を伴い、利用者は限定されるため、費用対効果は

期待できない状況。そのため、現在の状況では、住民票の写しなどのコンビニ交付へ
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の参加については難しいとの回答でした。 

 コンビニ交付のメリットは、町窓口の閉庁時である早朝、深夜、土日祝日でも、セ

ブンイレブンやローソン、ファミリーマートなどのコンビニに加え、全国系列のス

ーパーのイオン九州などでも設置され、全国で５万６,０００を超える拠点で、住ん

でいる市町村でなくても、いつでもどこでも、すぐに、ワンストップで証明書などを

受け取ることができます。 

 前回の答弁の中で、コンビニ交付への参加が難しい理由として、費用対効果が期

待できないことが挙げられましたが、住民への利便性の向上を図るサービスに対し

て、費用対効果だけで決定するのはいかがなものでしょうか。 

 そこで、現在のマイナンバーカードの交付状況について、過去３年間の推移をお

尋ねいたします。 

 議  長  住民課長 

 住民課長  お答えします。 

 マイナンバーカードの近年の状況でございますが、交付枚数及び交付枚数率でお

答えをさせていただきたいと思います。令和２年度末現在で交付枚数５,９８６枚、

交付枚数率２０.０６％、令和３年度末現在で交付枚数９,９６３枚、交付枚数率３３.

２１％、令和４年１１月末現在で交付枚数１万４,２１４枚、交付枚数率４７.２１％

となっております。なお、交付枚数及び率につきましては、マイナンバー制度が始ま

った２７年度からの累計となっております。 

 以上です。 

 議  長  石橋議員 

 石橋議員  マイナンバーカードの交付の現状は分かりました。毎日、本庁のロビーのほうに

もたくさんの町民の方が来られて、マイナンバーカードの申請をされている状況が

うかがえます。 

 次に、マイナンバーカードを利用する行政側のメリットはよく耳にしますが、住

民側のメリットはどのようなものが考えられるか、現在の町の制度において、持っ

ていてよかったと思えるメリットは何でしょうか、お尋ねをいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えしたいと思います。 

 メリットにつきましては、次のようなことが考えられると思います。 

 最初に、本人確認書類といたしまして、マイナンバーと本人確認書類が必要な場

面に、このカード１枚で済むことや、会員登録などに幅広く使うことができます。 

 次に、健康保険証として、本人が同意されれば、全国どこにいても、医療機関や薬

局で、過去の服薬履歴や特定健康診断情報などが確認できることになります。 

 次に、確定申告をオンラインで申請することができることも、その一つでござい

ます。 

 また、１２月末までにマイナンバーカードを申請していただきますと、最大２万

円のマイナポイントが付与されることもメリットの一つと考えます。 

 このほかにも運転免許証との一体化、令和６年度に一体化を想定されております

し、行政手続きのスマート化など、マイナポータルによる行政手続きの簡素化、令和

７年度までに随時適用を図っていくことなど、様々な利便性が向上することが期待

されると考えております。 

 以上でございます。 

 議  長  石橋議員 

 石橋議員  今メリットの部分で言われましたけれども、マイナポータルによる行政手続きの

簡素化といたしまして、いろいろサービスがあると思いますけれども、これに関し
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まして、今現在、町のほうでサービスができる部分というのはあるのでしょうか、お

尋ねをいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 先ほどの回答の説明でも申し上げましたマイナポータルでございます。議員もご

承知かと思いますけども、マイナポータルで筑前町を検索していただきますと、カ

テゴリーとしまして、妊娠、出産、子育て、引っ越し、住まい、ご不幸、健康医療が

表記されるようになっております。いずれのカテゴリーを選択されましても、申請

等の様式は表示されますけれども、現時点におけるオンライン申請はまだできてお

りません。 

 マイナポータルによります行政手続きの簡素化につきましては、現在、各課から

ＤＸ推進プロジェクト委員を選出いたしまして、手続きのオンライン化について、

国が示しております令和７年度までに可能とする２７事務事業、例えば、転出転入

予約、児童手当の申請、保育所の入所、要介護・要支援の申請などの推進に向けて協

議を進めている状況であります。そのほかにも、利用可能な１６事務事業、例えば、

水道加入、道路占用申請、犬の登録、集団健診の予約などなどの手続きについても、

あわせて検討をしている状況であります。具体的な利用時期等が明確になりました

折には、改めてお知らせしていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

 議  長  石橋議員 

 石橋議員  ありがとうございます。これは参考までなんですけれども、マイナポータルによ

る行政手続きの簡素化といたしまして、「ぴったりサービス」があります。この「ぴ

ったりサービス」とは、子育てなどに関するサービスの検索やオンライン申請によ

る子育てワンストップサービスなどができる、マイナポータルで提供しているサー

ビスであります。この「ぴったりサービス」では、子育てワンストップサービスとし

て、児童手当や児童扶養手当、保育、母子健康に関するオンライン申請ができます。

令和２年１２月時点の情報ではありますが、「ぴったりサービス」を利用して、子育

てに関するオンライン申請ができる自治体数は、全国で９７０自治体、約７６％と

なっております。福岡県内では、既に４９の自治体、約８２％で利用することができ

ます。 

 先ほどの総務課長の答弁で、手続きのオンライン化については令和７年度までに

可能とするというお答えでしたので、このオンライン申請が可能なものについては、

随時適用できるように取り組んでいただけるよう要望をいたします。 

 先日、町内のご夫婦の方と懇談する機会がありましたので、その中でマイナンバ

ーカードの話になりました。その方は、「マイナンバーカードを取得することでマイ

ナポイントがもらえるのでつくったけど、持っていてもどんな利用価値があるか分

からない。」と話をされておりました。また、「マイナンバーカードが普及しないの

は、持つことによって、どんなメリットがあるのか、どんな使い道があるのか分から

ない。」との声もありました。個人情報の漏えいなど、ちまたで不安視されている問

題だけがクローズアップされ、持っていても意味がない、ほかに免許証も持ってい

るから必要ないと思っている方が多いのではないかと言われ、全くそのとおりだと

思いました。ある町のホームページには、マイナンバーカードをつくるメリットや

不安に対する安全安心対策も掲載し、普及促進に取り組まれております。 

 そこで、町では、現在マイナンバーカード普及促進に向けた広報活動はどのよう

になされているのでしょうか、お尋ねをいたします。 

 議  長  総務課長 
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 総務課長  お答えしたいと思います。 

 普及に向けました広報活動につきましては、まずは町の広報紙であります広報「ち

くぜん」をフルに活用し、啓発に努めたところでございます。９月号におきまして

は、マイナポイントを受け取るためのマイナンバーカードの申請期限が９月末まで

に迫っていたことから、特集ページを作成するとともに、別紙でチラシを折り込み、

平日のみでなく休日申請が可能であることの案内、１１月号では、マイナポイント

を受け取るための申請期限が１２月末までに延長されたことや、時間外や休日交付

について、１２月号でも同様に、時間延長や休日交付の記事を掲載し、また、マイナ

ンバーカードのメリットといったものも付与しながら、周知を図ってきたところで

ございます。 

 そのほかにも、防災無線、ＬＩＮＥ、テレビのｄボタン、ご承知かと思いますが本

庁舎総合支所においても、目につくような懸垂幕を作成いたしまして、その活用、そ

れとご質問の中でも触れられておりましたけども、庁舎内に特設コーナーを設置し

対応をしているところでございます。そちらのほうをご覧いただきますと、申請も

含めてマイナポイントについての内容もお話をすることが十分可能となっておりま

すので、ぜひともご活用いただきたいというふうに思っているところでございます。 

 今後も、あらゆる媒体を活用し、普及促進に向けた広報活動に努めてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

 議  長  石橋議員 

 石橋議員  私も広報「ちくぜん」９月号の特集ページを拝見いたしました。こういうものなん

ですけれども、「暮らしを便利にマイナンバーカード」ということで、マイナンバー

カードではこんなことができますということで、本人確認書類として使える、健康

保険証として使える、給付金の受け取りがスマートに、オンラインで行政手続きが

できる、新型コロナワクチン接種証明書がスマートフォンアプリで発行できる、便

利なマイナポータルが使える、民間にもサービス拡大中ということで、この中に便

利なマイナポータルが使えるということでありますけれども、課長のほうで、メリ

ットのところで、どこの医療機関を受診し、また、薬局で受け取った薬の情報や、医

療機関で支払った医療費の情報など、また、予防接種や特定健診、そういう情報はマ

イナポータルを利用しての情報確認だと思います。このマイナポータルというのは、

子育てや介護など行政手続きのオンライン窓口ですが、オンライン申請のほかに、

行政機関が保有する自身の情報の確認もできます。マイナポータル上では、いろい

ろな情報を確認できる項目がありますので、この広報紙「ちくぜん」を見られた方

は、この表示されている内容は何でも確認できるんじゃないかという期待をされる

のではないでしょうか。私もその一人でありまして、このマイナポータルが使える

ということで、いろいろポータルアプリを取りましてしたんですけれども、個人の

自身の情報が、まだ現時点ではあまり得られなかったのがあります。 

 実際には、令和７年以降にならないと確認できない情報があるのであれば、紙面

の関係もあると思いますが、もっと丁寧な説明が必要なのではないでしょうか、広

報紙を見られた住民の方の期待を裏切ることがないのではないでしょうか。広報の

充実に取り組んでいただけるよう要望をいたします。 

 次に、コンビニ交付についてです。 

 前回の答弁で、取得している方が少ない中で、費用対効果という視点で考えると、

まずはカードの普及であると前回お答えをされていましたが、やはりマイナンバー

カードを普及促進するためには、利用する町民の方々へ、何らかのメリット、利便性

の向上を図ることが重要なのではないでしょうか。 
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 私の知り合いの方の中には、他県から転入された方や、子どもさんが大学進学の

ため他県へ転出された方がたくさんいらっしゃいます。どの方からも「住民票や戸

籍を取るのにコンビニで取得できたら助かるけど、筑前町ではまだできないのか。」

という声が多くあります。ご夫婦とも共働きをされており、役場窓口が開いている

時間には行けないので、そのため休みを取らなければいけないと困られておりまし

た。 

 そこで、お尋ねをいたします。現在、コンビニ交付が利用できる全国の自治体数

と、そのうち福岡県内で利用できる自治体数を、お答えをお願いいたします。 

 議  長  住民課長 

 住民課長  お答えします。 

 全国及び福岡県のコンビニ交付の参加状況につきましては、総務省のホームペー

ジに掲載されている、令和４年１１月２１日現在で、全国は、団体数１,７４１のう

ち９８３団体の参加で、参加率は５６％、福岡県は、６０団体のうち４１団体の参加

で、参加率は６８％となっています。近隣の市町村の参加状況につきましては、筑紫

野市、太宰府市、大刀洗町が参加されており、朝倉市、東峰村、小郡市、うきは市は、

現在のところ参加されていない状況でございます。 

 以上でございます。 

 議  長  石橋議員 

 石橋議員  コンビニ交付が利用できる自治体が、今、回答がありましたけれども、今から１２

年前の２０１０年に、千葉県や東京都、福島県、滋賀県の５つの自治体が全国に先駆

けて導入し、今言われましたけれども、全国の約６割、また、福岡県におきましては

約７割の自治体で利用できるようになっております。近隣では、大刀洗町が２０１

９年１月から利用をできるようになっております。 

 マイナンバーカードを利用し、その利便性を向上させるサービスは、コンビニ交

付に限りません。先ほども話しましたが、マイナポータルを活用した母子健康手帳

に記載されている妊婦健診や乳幼児健診、予防接種情報等の母子保健情報について

は一部が電子化され、マイナポータルを通じて、本人がスマートフォンなどで閲覧

可能なほか、転居時にほかの自治体への引継ぎも可能となっております。 

 町では、常々、近隣市町村の動向を見極めて検討するとのお答えを耳にいたしま

すけれども、ほかの自治体と横並びの行政サービスを行うのでは、移転先を考えて

いる方にとって何の魅力も感じないのではないでしょうか。 

 先日、ある新聞に、お隣の大刀洗町の人口増加に関する記事が掲載されておりま

した。特に子育て世代の転入者が多く、このことは高齢化率の引き下げにもつなが

っております。記事では、その秘策として、町の地理的、地域的特性を踏まえ、子育

て世代にどう住んでもらうかで勝負したいと言われており、移転を考える方にとっ

ての魅力的なまちづくりに取り組まれた成果だと思っております。 

 本町においても、町長が常日頃から「とかいなか」を発信されております。豊かな

自然に恵まれたふるさとの緑を残しつつ、田舎にいながらにして、商工業や文化活

動の盛んな都会に近い快適で充実した生活を送ることができる魅力あるまち、この

緑あふれる豊かで便利な「とかいなか」に、行政サービスが充実した魅力あるまちを

プラスいたしまして、筑前町に移り住んでみたいと選択されるよう、ぜひとも、マイ

ナンバーカードをつくってよかったと思っていただける行政サービスを目指し、コ

ンビニ交付の参加を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 議  長  住民課長 

 住民課長  お答えします。 

 まず初めに、住民票の写し等の交付方法について説明をいたします。 
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 現在、住民票の写し等の交付につきましては、本庁と総合支所の住民課窓口２か

所での交付、平日木曜日１９時までの夜間窓口延長での交付、郵便請求での交付を

行っています。さらに、住民票の写しのみではございますが、交付条件はありますけ

れども、他の市町村の窓口でも取得できる広域交付の制度もございます。なお、現在

行っている住民票の写し等の交付方法も、今後は、現在実施されている自治体ＤＸ

推進計画や、戸籍法の一部改正による戸籍システムの連携等に伴い、交付枚数等も

大きく変わってくることが予想されます。 

 次に、ご質問のマイナンバーカードを利用した住民票の写し等のコンビニ交付サ

ービスへの参加につきましては、マイナンバーカード及び町民の利便性向上を図る

にはよい事業であると考えられます。しかしながら、参加するには、町の住民基本台

帳システムの改修や、地方公共団体情報システム機構との契約などが必要となり、

前回ご質問のときに回答をさせていただいておりました、初期導入費用や、毎年行

わなければならない発行サーバーの使用料などを考えますと、多くの費用が伴いま

すので、現在の方法ではコンビニ交付の利用者は限定され、費用対効果は期待でき

ないと思われますので、現在のところコンビニ交付への参加はしていない状況にあ

ります。 

 今後のコンビニ交付の参加につきましては、住民課窓口が本庁、総合支所の２か

所あること、筑前町の機構改革や現在の交付方法と今後の自治体ＤＸ推進等の状況、

参加費と利用者数などの費用対効果、どのようにしたらコンビニ交付を利用しても

らえるかなど、総合的に判断をしまして、参加への検討をしなければならないと思

っているところでございます。 

 以上です。 

 議  長  石橋議員 

 石橋議員  先ほどの課長の話で、前回よりも一歩前進ということで受け止めさせていただき

ます。 

 最後に、町長のご所見をお伺いいたします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 コンビニ交付は時代の流れであります。当然必要であります。様々な問題を持っ

ておりますけれども、ぜひ前向きに取り組んでいきたい。前回の調査時は、参加率が

２０％、現在が４７％まで倍増しております。そういったことも含めて、この行政サ

ービス、まさに機構改革以前の制度改善でありますので、努力していきたいと思い

ます。 

 議  長  石橋議員 

 石橋議員  魅力ある「とかいなか」の筑前町に住んでよかったと思われるまちづくりのため

にも、このコンビニ交付の導入をぜひとも前向きに検討していただくよう要望いた

しまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

 議  長  これで、４番 石橋里美議員の一般質問を終わります。 

 休  憩  

 議  長  ここで休憩をいたします。 

 ２時２０分より再開いたします。 

（１４：０９） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１４：２０） 

 議  長  １２番 河内直子議員 
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 河内議員  眼鏡をしてしゃべるとマスクで曇るので、マスクを外させていただきます。 

 議  長  許可します。 

 河内議員  では、今期最後の一般質問となります。 

 質問に入ります前に、通告書の１件目、暮らしやすい街づくりについて、（３）オ

ンデマンドタクシーについてとあるのを、オンデマンドバスについてに変更訂正を

お願いいたします。 

 今回は大きく３点、暮らしやすい街づくりについて、国民健康保険税について、平

和を守る取り組みについて、通告に従い、順次質問させていただきます。 

 まず、暮らしやすい街づくりで、４点ほどお尋ねします。 

 最初に、子ども医療費の助成拡充についてお尋ねします。これまで町は、県の助成

制度が確立する前から、町独自で助成をしてきていただいたことに感謝いたします。

中学卒業までの医療費助成は、県もやっと重い腰を上げ、昨年１０月から助成され

ました。私は、これまで幾度となく、子ども医療費助成の拡充をと取り上げてきたと

ころです。令和２年第４回定例会で、課長は財政面も含め、今後の国の動向や県内及

び近隣状況を見ながら、少子化対策、子育て支援の視点から、引き続き研究課題とし

て捉え、検討していきたいという答弁でした。１８歳までの医療費助成の拡充につ

いて、どのような検討をされてきたのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 まずは、県内自治体の近隣の状況のほうを確認させていただいております。県内

６０市町村のうち、高校生までの医療費助成を実施している県内自治体は、３市７

町の１０自治体でございます。そういうことで、県内でもまだ取り組みが少ない状

況にあること、同じ医療圏内である朝倉市、筑紫野市、小郡市、大刀洗町において

は、まだ高校生までの医療費助成を行っていないことなど、近隣自治体の状況の研

究に努めていたところでございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  １６歳から１８歳世代の年間医療費は、他の世代に比べ一番低いと言われていま

す。助成を拡大した場合、町の財政負担はどれくらいになるのかお尋ねします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 厚生労働省が報告している医療費給付実態調査報告によると、高校生が含まれる

１５歳から１９歳の全国の年間平均医療費は、平成３０年から令和２年の３か年の

平均で申し上げますと、約８万２,０００円と報告されております。これを筑前町の

高校生の人数で試算すると、子ども医療費の助成拡大に係る町負担は、自己負担分

を勘案しない状態で勘案した場合、年間約１,９４０万円程度かかる見込みです。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  筑前町では、昨年４月から、中学生までの助成をされてきたわけですが、その間

は、年間、半年しかありませんけれども、どれくらいかかったんでしょう。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 単純な比較はできませんけれども、実施していない令和２年度、実施された令和

３年度で比較させていただきますと、助成対象人数は１,０１２人増加に対し、かか

った助成額の増加は、２,０１７万円増加となっております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  県の助成はどれくらいあったんでしょう。 

 議  長  健康課長 
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 健康課長  お答えいたします。 

 今、手元に資料がございませんので、申し訳ございません、確認させていただいて

答弁させていただきます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  他市町村に先駆けて医療費助成の拡充を行ってきた筑前町です。１８歳までの拡

充、町長にぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、町長の見解をお尋ねします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 先ほど健康課長のほうが説明いたしましたけれども、十分な打合せの下で答弁を

やっております。同時に、言いましたように、近隣の自治体の状況等も勘案しながら

方向性を確認していきたいと思っております。今のところちょっと見合わせていき

たいと、そのようなことです。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  先ほどの中学生の金額は結構です。 

 子育て応援のまちづくりを目指している筑前町です。一日も早く助成拡充が実現

することを願い、次に進みます。 

 次に、三輪町民グラウンドについてお尋ねをします。 

 今年は、コロナ禍の下での町民ソフトボール大会が９月４日日曜日に開催されま

した。今年、中牟田チームは、高上の三輪町民グラウンドでの試合となり、応援に行

かせていただきました。そこでふと気がついたのですが、使用上の注意の立て看版

の文字が、老朽化のためか、非常に薄くなっていて読み取りにくいなと感じました。

改修の必要があるのではと考えますが、見解をお尋ねします。 

 議  長  生涯学習課長 

生涯学習課長  お答えします。 

 議員ご指摘の三輪町民グラウンド、正式名称は「筑前町営三輪グラウンド」となり

ますが、こちらの使用上の注意の掲示につきましては、経年劣化が進んでおりまし

て、文字等が薄く、読みにくい状況となっております。利用者の皆さんに注意事項を

遵守いただくためにも、早急に修繕を実施したいと考えております。 

 以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  多くの方々が使用されている町民グラウンドです。気持ちよく使っていただくた

めにも、早急な対応をお願いし、次に進みます。 

 次に、オンデマンドバスについて幾つかお尋ねをいたします。 

 ６月６日付、読売新聞の社説に、「安全な移動を支える社会に」のタイトルで、高

齢者と運転の見出しで、高齢者の運転による交通事故を防ぎ、安全に移動できる社

会づくりを進める契機としたいということで、免許を返納した人は昨年５０万人を

超えた。運転技能検査で不合格になった人が今後、上乗せされることになる。地方で

は、生活の足として車を必要とする人が多い。免許を手放した後の移動手段を確保

しなければ、行動範囲が狭まり、心身の急激な衰えを招きかねない。各地の自治体が

バスやタクシーの利用券を提供しているが、台数が少なく、バスは時間とルートが

制約されるなど、十分に活用されていないと指摘されている。ボランティアによる

送迎や、住民の車への相乗りを進めている地域もある。それぞれの実情に応じた支

え方を考えることが重要だとありました。 

 ちくちゃんバスを導入する際も、十分検討された上での導入だったと思います。

旧両町間にある公共施設の利便性を図るため、公共施設間の往来や送迎を目的とし

た福祉バスは、平成１７年に運行が始まりました。その後、第１ステップ改正から第
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４ステップ改正を経て、平成２９年４月に地域巡回バスとして運行を開始し、令和

３年４月に大幅なルート・時刻の改正を行ったばかりです。この間、経路施設への送

迎のほか、買物・通院支援として、一部の店舗や医療機関への乗り入れ等も行ってき

ています。改正に伴い、車両も３台から４台へと変更しています。昨年４月に大幅改

正したばかりで、その検証もされないまま、オンデマンドバスを次期改正時に導入

する理由はなぜなのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 議員がおっしゃられた経緯を、もう一度重なりますけどお話しさせていただきま

す。現在の巡回バスにつきまして、筑前町公共交通活性化ビジョンに基づき、平成２

９年度から第４ステップでの運行を継続しており、さらなる利便性の向上を図るた

め、昨年度大幅なダイヤ改正を行ったところです。乗車時間の短縮や医療機関、商店

への乗り入れなど、改善された部分もありますが、路線や便数の増に伴いバスを１

台増やしたことで経費が増加、また、隔日運行となり、利用曜日が限られるなどの新

たな課題も出ております。利用者からは、便利になった、不便になったと、両方のご

意見をいただいております。 

 この検証と並行いたしまして新たな手法としてのＡＩオンデマンドシステムの研

究も進めており、導入自治体の視察や有識者のご意見等を参考に、隔日運行の解消、

バス停の増設、通学利用を含め、柔軟性が広がることなどを理由に、オンデマンドシ

ステム導入について、公共交通活性化対策委員会で承認をいただいており、１０月

から三輪地区での体験運行をスタートしております。 

 利用者の利点としましては、時間が選べることや最短ルートで目的地に行けるこ

と、利用１時間前まで予約ができることなどが挙げられると思っております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  次に、町が負担する助成金、運行経費は、ちくちゃんバスとオンデマンドバス等で

どちらが高額になるのかお尋ねします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 本年度は、オンデマンドシステム導入経費として約４３９万円、１０月のバスの

燃料費につきましては、巡回バス１か月平均の約３分の１でした。現在、三輪地区の

体験乗車の運行中で、今後、夜須地区の運行を終えれば、運行経費はある程度見込め

るようになると思います。また、令和６年度からの運行開始予定に向け、契約内容や

運賃の設定等も併せて、公共交通活性化対策委員会に諮りながら進めていく必要が

あります。 

 経費の比較につきましては、現時点では難しいところですが、オンデマンドにな

ると現在にはない予約受付業務が増えますので、その分の経費は上がると見込まれ

ております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  オンデマンドバスは予約が必要ですが、急に事情が変更し、予約を取消した場合、

キャンセル料は発生するのでしょうか、お尋ねします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 キャンセル料につきましては生じません。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  次に、ちくちゃんバスは、コロナ禍の中でも５００人から１,５００人を超える方々

の月額の利用があっています。オンデマンドバス試行運転、まだ２か月ですが、どれ
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くらいの利用があったんでしょうか。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 オンデマンドにつきましては、会員登録と予約が必要になります。１１月現時点

での会員登録数は１３４名、運行件数につきましては１１２件となっております。

また、まだ巡回バスと並行しておりますので、どちらも利用がある状況ですが、今ま

ではダイヤの関係で利用できなかった方、毎日通院に利用されるなどの事例が出て

きております。これにつきましては、利用者の方のご意見を活用していきたいと思

いますので、ぜひこの機会にご利用いただきたいと思っております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  利用は１１２件ということで、この数字でちくちゃんバス以上の利用が見込める

のか、ちょっと心配です。 

 次に、起きてはならないことですが、万が一事故が起こってしまった場合、その事

故対応はどこの誰がするのか、お尋ねをします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 現在は、事故の場合、運転手から委託事業者、町へ連絡があり、町職員と連携して

対応をしております。今後、本格運行をどのような形態で行うかにより異なると思

われます。公共交通に関しましては、町だけで決定していくことができませんので、

いずれにしても、詳しい内容につきましては、今後の公共交通活性化対策委員会で

協議、決定していくことになります。もし運行主体が町であれば、現在と同様の対応

になりますし、事故対応を含め事業者に委託することになれば、事業者が対応する

ことになります。その場合でも、町への報告はしていただきます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  ちくちゃんバスとオンデマンドバスを比較してみました。 

 ちくちゃんバスは１２人乗りの小型マイクロバスで、通学には利用できませんが、

利用者は無料、月曜日を除き地区別路線で週に１日置きの運行が３日、朝８時３０

分から夕方５時まで運行、運行ダイヤが設定されており、地区により１日４便と５

便の運行がされています。 

 オンデマンドバスは利用者登録による会員制で、試行運転後は料金不明ですが有

料、利用区間は現行バス停の乗降、電話予約制で、利用の１時間前までに予約する、

朝９時から夕方４時まで運行、ちくちゃんバスより運行時間が１時間３０分短くな

っています。携帯電話、スマホの利用がままならない主なバス利用の高齢者に、予約

連絡と有料が増えるわけです。 

 走行ルートをより効果的に少しずつ変更しながら、走行データで見えた安全で確

実に効率よく移動できる公共のバス運行を拡充するほうが簡単ではないでしょう

か、町長の見解をお尋ねします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 この公共交通バスの導入につきましては、１０年ほど前にしっかり議論をさせて

いただきました。その折には福岡大学の辰巳教授のほうから、今の筑前町の状況で

あれば巡回バスが適当だろうという返事をいただきました。私どもはぜひデマンド

バス等々の導入を検討していくように考えたんですけども、そのようなアドバイス

を受けたので、今の福祉バスを運行するようになりました。 

 ただ、実際私のところにも意見が様々にございまして、空気を運んでいるとか税

金の無駄遣いと、そういった意見を多数いただきます。確かになかなか乗車してあ
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る方が少ないというふうに見受けられます。実際そのような数字でもあります。原

課のほうでも、うちと人口構造のよく似た糸島地区等を十分検証いたしまして、視

察いたしまして、より効果的だという復命を私もいただいております。そのことも

ありまして、ぜひオンデマンドバスを運行していきたいと、そして並行して今試行

しておりますので、また改善すべき点があれば改善していきたいと、そのように考

えます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  不便になった地域住民の生活を補完するのが行政の本来の役割です。オンデマン

ドバスは、乗り合いバスなのに、予約の先約があった場合は希望に沿えない、予約の

５分前には停留所で待つ、乗車後は降車場所の変更はできない、予約が希望どおり

にならないこともあるし有料となります。ちくちゃんバスは無料、バスの通過時刻

は設定されているし、多少遅れることはあっても確実にやってくるし、予約に行動

を縛られることもありません。ちくちゃんバスのほうが、利用者の多数を占めてい

る高齢者にとって利用しやすいと申し述べ、次に進みます。 

 次に、九州協同食肉センター移転についてお尋ねをいたします。 

 これまで、関係地区の丸町、下原、筑紫野市西小田地区で住民説明会が行われてき

ました。その中で、８ヘクタールの用地を２メートル地上げし、産業道路久留米筑紫

野線と同じ高さにするということでした。当該用地は、大雨が降ると田んぼが水没

する地域です。地権者のお話によると、１０年に１回は水没してきたということで

す。地球温暖化の下、いつどこで大雨災害が起きても不思議ではない今日、８ヘクタ

ールの広大な田んぼで、何とか住宅街への流水がせき止められていたと言えるので

はないでしょうか。筑前町は、朝倉地方にかけて脊振山系から生まれる線状降水帯

が発生する地域でもあり、毎年、梅雨時期になると水害が発生する地域です。８ヘク

タールの田畑でせき止められていた水が天神川に流れ込み、川が氾濫し、住宅街に

水害をもたらすのではと大変心配しています。８ヘクタールもの土地を埋立てた場

合、天神川の氾濫の危険性はないと言えるのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  都市計画決定事務を所管しております、まず都市計画課のほうからお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 議員ご発言のとおり、九州協同食肉株式会社及びＪＡ全農ミートフーズ株式会社

によります新食肉センターの建設については、現在、太宰府市にあります施設を、一

部筑紫野市が含まれますけども、本町への移転、進出計画がされているということ

は議員ご承知のことだと思っております。 

 今回の新食肉センター建設計画につきましては、企業側が計画地を選定し進出決

定されていることから、まずは、企業側による関係行政区に対して、議員がご発言の

とおり、具体的な事業内容などをご説明し、まずは地元の方にご理解を求め同意を

得ることが第一であることから、現在、説明会を開催してあるというふうに思って

おります。その説明会の中で、地元の皆様から、議員ご発言を含めまして、様々なご

意見があっていることもお聞きはしております。 

 議員ご質問につきましては、先ほど申しましたように、現在地元への説明会が開

催されている状況であり、地下水の枯渇や水害の被害などのご意見などが出ている

中で、企業側としても真摯に受け止め、十分に検討され、計画見直しや数値的な根拠

等を提示しながら、地元の皆様にご理解と同意をいただけるよう、真摯に対応を説

明していくという旨を聞いており、必要に応じて企業側に対しましては、県と併せ

て指導等を行っていくことでも考えておりますので、関係行政区の皆様には、貴重

なお時間をいただくことになりますが、引き続き、企業側からの説明内容等を踏ま
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え、ご協議していただければと考えているところでございます。 

 以上です。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  農振除外転用等の所管事務を担当しております農林商工課のほうからお答えをい

たしたいと思います。 

 先ほど言われました都市計画課のほうと情報共有しながら、地元説明会での地域

の皆様からの様々なご意見があったということもお聞きしておるところでもござい

ます。 

 原課としましては、農業振興対策としての業務の中で、法令等に照らして審査等

を行いますけれども、建設計画によって営農に支障がないよう、関係行政区の地元

同意なしに手続きを進めることはできないということを企業側にお伝えしていると

ころでもございます。 

 先ほど都市計画課長が言われましたように、今後も必要に応じて県や関係機関と

連携しながら指導等を行ってまいりたいと考えております。関係行政区の皆様にお

かれましても、企業側からの説明を踏まえ、十分検討し、ご協議いただけたらという

ふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  地域住民の合意が得られ、計画どおりの事業が進められます。埋立てによって、万

が一、水害が起きた場合、事業を許可した行政の責任が問われることにもなりかね

るのではないでしょうか。 

 次に、地下水の枯渇についてお尋ねします。 

 事業者は、１日あたり１,０００立方メートルの水を使用すると説明しています。

これは、２５メートルプール４個分に相当する量です。１,０００立方メートルのう

ち水道水は３０立方メートル、残りの９７０立方メートルは地下水と言っています。

筑前町全体で使用されている現在の水道水は１日３,６００立方メートルから３,８

００立方メートルです。その４分の１にも相当します。 

 当該地域では、農業者も一般家庭も地下水を利用しています。最初のうちは問題

がなくても、時間の経過とともに、農業用水や家庭の井戸水が枯渇するのではない

かと心配しています。枯渇することはないと言えるのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  お答えいたします。 

 先ほどお答えした中でもお伝えしておりますけども、地元の方が言ってあります

地下水の枯渇、水害の被害などのご意見などが出ている中ということは理解してお

りますし、そういった部分を踏まえまして、企業側としても十分受け止めていると

ころでもございます。その分を含めまして、十分に検討、計画見直し、そういった部

分を提示しながら地元の皆様にご理解と同意をいただけるようなことに努めてまい

るということは先ほど申し上げたとおりです。それにあわせまして、必要に応じて、

農林商工課、都市計画課、ほか関係機関と必要に応じて指導を行っていくというこ

とで考えておりますので、現時点でその部分につきまして、じゃあ大丈夫だという

ことに対しましては、まだ詰めていないとこもございます。そういった部分を踏ま

えて、地元の皆様方にご理解いただけるような形で企業側等から求められたことに

対しましては、指導等を行っていくといった形になろうかと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 議  長  河内議員 
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 河内議員  それと、今回気になったのが、こういう施設を造る場合、住民説明会をして合意が

得られた後で地権者との協議に入るのが当たり前と思っていたのですが、今回の場

合、地権者との協議が先に行われ、地権者の合意を得た後に住民説明会が現在行わ

れています。町長はこのことに関して、どのような見解をお持ちでしょうか。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 企業等の立地に関しましては、まず、地権者の同意、これは仮同意だろうと思われ

ますけれども、仮同意を前提として地域の説明会に入らないと、仮に地域が同意し

ても地権者が駄目だということになれば、物事は進まないわけでございますので、

開発の順序としては、地権者の仮同意が先行すべきじゃなかろうかと、そのように

考えます。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  住民の生命、福祉、財産を守るのが行政の本来の役割です。町は、各説明会で出さ

れた住民の不安や意見は当然把握されていると思います。住民に寄り添った対応を

要望します。 

 次に、国民健康保険税についてお尋ねをいたします。 

 国保会計は、市町村の一般会計と同じように、現金主義会計で記帳されています。

国保の決算書によっては、前期繰越や後期繰越などを収支項目に計上しているもの

もありますが、年報では、単年度収支に区分しています。単年度収支の下段に前期繰

越、黒字、赤字と次期繰越、基金への繰り入れ、繰り出し、借金の発生と返済を計上

し、全体の収支差を計算します。県内市町村計で見ると、支出計１,６２２億円、こ

れは医療給付を除いた純支出を１００％とすれば、単年度収支差４３億円は２.７％

であり、５％を下回っています。年間保険料を１００％とすれば、次年度への繰り越

し１２７億円は１３.４％、基金１０５億円は１１.１％程度で、合計の保険料に対す

る比率は２４.５％となり、３０％を下回っています。 

 ２０２０年度決算数値では、単年度収支差が５％を超える市町村は１１市町村で

す。また、繰越と基金残高の対保険料比率が３０％を超える市町村も１１市町村で

す。そのうち、両方を満たす市町村は９市町村です。田川市、小竹町、鞍手町、桂川

町、そして筑前町、東峰村、うきは市、みやま市、赤村の９市町村です。残念ながら、

筑前町は、単年度収支差でも、繰越と基金残高の対保険料比率が県平均を上回って

いるということです。 

 今年度、保険料の引き下げを行った田川市は、２０２０年度決算で、単年度収支差

はプラス、法定外繰入もゼロ、次期繰越金と基金の合計は年間保険料の７０％を超

えていたと言われています。後期高齢者支援分と介護納付金の応能率、応益額を県

の基準に合わせた引き下げだそうです。 

 筑前町では、２０２０年度決算数値で、単年度収支差及び繰越と基金残高の対保

険料と比率は、おのおの何％だったのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 令和２年度決算数値で単年度収支差中繰越金残高の対保険料比率がそれぞれ何％

になったかということですけれども、決算数値によりますと、国民健康保険税は７

億１,５５８万７,０００円、単年度収支は１億３,２５７万７,０００円、繰越金は１

億６,９５５万９,０００円ですので、対保険料のそれぞれの比率は、単年度収支は１

８.５３％、繰越金は２３.７０％となっております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  次に、単年度収支差と次期繰越と基金の合計は年間保険料の何％だったのか、お
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尋ねをいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 こちらも、令和２年度決算数値によりますと、国民健康保険税は先ほど申し上げ

ましたように７億１,５５８万７,０００円、単年度収支は１億３,２５７万７,０００

円、年度末基金残高は１億４,８７０万３,０００円ですので、２つの合計による対保

険料の比率は３９.３１％となっております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  ちょっと今聞き取れなかったのですが、３９.９１％。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  ３９.３１％です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  ３０％を超える市町村が県下で９市町村で、３９.３１％も占めているということ

で、引き下げの可能性はあるのではないでしょうか。 

 先ほども申し述べましたが、田川市の今年度の保険料の引き下げは、県の標準に

合わせた結果、引き下げにつながったということです。他の市町村にできて、筑前町

でできないことはありません。町長の見解をお尋ねします。 

 議  長  田頭町長 

 町  長  お答えいたします。 

 ３９.３１％。今、私のほうも確認をいたしましたので、この数値についてもう少

し分析をしてみたいと思っております。研究させてください。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  県の水準を上回っているということは、現在の保険料の水準に問題があるという

ことではないでしょうか。繰越金は、基金に積み立てるのではなく、保険税の軽減に

使うべきと考えます。高過ぎる国民健康保険税に町民の皆さんは悲鳴を上げていま

す。国へ国庫負担金の増額を求めていくことはもちろんですが、繰越金は基金に積

み立てるのではなく、保険料の引き下げに使うべきと再度申し述べ、次に進みます。 

 最後に、平和記念館についてお尋ねをいたします。 

 知覧特攻平和会館では、館長の言葉やパンフレットに、再び戦闘機に爆弾を装着

し敵の艦船に体当たりするという命の尊さ・尊厳を無視した戦法は絶対に取っては

ならない、また、このような悲劇を生み出す戦争も起こしてはならないという情念

で展示しています。 

 知覧は人類史上、類のない特攻作戦が展開されたゆかりの地であります。特攻を

通して戦争のむなしさ、平和の大切さ、ありがたさ、命の貴さを訴えと、館長の言葉

やパンフレットに記されています。引き換え、大刀洗平和記念館は、戦争は絶対にし

てはならない、特攻という人命軽視の戦法は誤りであったと訴えかけるものが少な

いのではないかと思いますが、見解をお尋ねします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 戦時中に取られた作戦や先方について論じたり、平和記念館でその是非を判断す

るのではなく、史実を正確に伝えることが記念館の役割であると考えます。来館さ

れた皆様には、その展示の中からそれぞれにお考えいただきたいと考えております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  戦争は、お互いが加害者であり、被害者です。アジアでは２,０００万人を超える

人々が、日本でも３１０万人を超える人々が戦争によって亡くなられています。日

本も加害者であったという展示が見当たりません。過去の過ちに真摯に向き合うと
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したら、日本が他国に与えた加害証拠も展示すべきではないかと考えますが、見解

をお尋ねします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 平和記念館では、戦争に関しまして、あくまで大刀洗飛行場の史実に関するもの

を展示しております。 

 以上です。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  次に、特別攻撃隊のブースについてお尋ねします。 

 展示物の文章には、フィリピン島の特攻から沖縄戦までの陸海軍合わせた特攻実

施機数は約２,５５０機に上ると言われています。それに対する米軍の沈没、損傷艦

隊は、軍関係の商船を含め４１０隻以上とされています。単純計算をすると、特攻実

施機に対する命中率は約１６％になります。しかし、空母フランクリンのように、１

隻で８００人以上の死者、不明者を出した艦船もあり、米軍だけで特攻による被害

者は１万数千人以上に上るとされています。約４,０００名の船主による戦果は、数

字以上の被害と恐怖を米軍に与えたと言われていますと書かれています。その下に、

１９４４年１０月から４５年８月までの月別特攻回数と米軍の被害状況が棒グラフ

で示してあります。この文章を要約すると、約４,０００名の特攻隊員の死によって、

米軍１万数千人を殺害した。大きな被害と恐怖を米軍に与えた。別な文言に言い換

えれば、特攻作戦は、米軍に対して有効な戦法であったと言っているように解釈で

きるのではないでしょうか。平和記念館であるのに、特攻を肯定するような展示に

なっているのではと考えますが、見解をお尋ねします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 大刀洗飛行場は、特攻隊の中継基地として、特攻隊員たちの出撃を見送った場所

であります。先ほども申し上げましたけれども、特攻に関しましては、その事実のみ

を展示しております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  次に、平和記念館パンフレットとホームページの中に記されている館長の挨拶文

では、「多くの貴い犠牲の上に現在の平和と繁栄があることを深く感謝し、この筑前

町立大刀洗平和記念館は「平和への情報発信基地」として、平和へのメッセージを発

信し続けます」とあります。空襲により、飛行場とその周辺の施設群は壊滅的被害を

受け、また、多くの人々の命が失われました。忘れてはならない戦争の悲劇を通し、

平和の大切さを考えます。多くの貴い犠牲の上に現在の平和と繁栄がある。特攻で

死んだ青年たち、空襲によって奪われた小学生たちの命、今の平和があるのは、彼ら

の犠牲によるものなのでしょうか。特攻に志願した青年たちは、愛国心を植え付け

る当時の間違った教育と、日本帝国の間違った国策による犠牲者です。小学生が空

襲で亡くなったのは、そこに飛行場があったからです。飛行場がなければ、森の中ま

で空襲を受けなかったはずです。彼らは、飛行場関係者と誤認された被害者です。彼

らの死が今の平和をもたらしたとどうして考えられるのでしょうか、見解をお尋ね

いたします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  お答えいたします。 

 戦争があったこと、その時代に起きた様々な悲惨な出来事をきちんと伝えること

が大切であり、そこに何らかの価値観を介在させることは、公的施設としては適切

ではないと思っております。戦争、特攻、空襲、多くの人々の死は史実であり、その
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時代を経て現在につながっていると考えます。平和の大切さについて発信すること、

それについて一人ひとりに考えていただくことが大切だと思っております。 

 議  長  河内議員 

 河内議員  冒頭にも申し上げましたが、命の貴さ、尊厳を無視した戦争は絶対取ってはなら

ない。戦争も起こしてはならない。人類史上、類のない特攻作戦の言葉があってこ

そ、平和記念館と言えるのではないでしょうか。 

 最後に、私はこの４年間、コロナ禍発生時に質問を取り下げましたが、それ以外、

毎回、一般質問をしてきました。執行部におかれましては、耳の痛くなるような質問

にも真摯にご答弁いただき、ありがとうございました。引き続き、住んでみたい、住

んでよかったと言えるまちづくりを推進していただくことをお願いし、私の今期最

後の一般質問を終わります。 

 議  長  これで、１２番 河内直子議員の一般質問を終わります。 

 散  会  

 議  長  これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 

（１５：０９） 

 


